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お
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1　

は
じ
め
に

日
本
国
憲
法
三
七
条
二
項
は
、「
刑
事
被
告
人
は
、
す
べ
て
の
証
人
に
対
し
て
審
問
す
る
機
会
を
充
分
に
与
へ
ら
れ
、
又
、
公
費
で
自
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己
の
た
め
に
強
制
的
手
続
に
よ
り
証
人
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
定
め
、
こ
の
被
告
人
の
権
利
は
「
証
人
審
問
権
」
と
い
わ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
刑
事
訴
訟
法
三
二
〇
条
一
項
は
、「
第
三
二
一
条
乃
至
第
三
二
八
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
公
判
期
日
に
お
け
る
供

述
に
代
え
て
書
面
を
証
拠
と
し
、
又
公
判
期
日
外
に
お
け
る
他
の
者
の
供
述
を
内
容
と
す
る
供
述
を
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
聞
法
則
」
と
い
わ
れ
る
証
拠
法
則
で
あ
る
。
証
人
審
問
権
と
伝
聞
法
則
、
両
者
の
関
係
に

つ
い
て
は
容
易
に
解
を
え
な
い
複
雑
な
検
討
課
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
刑
訴
法
が
三
二
一
条
以
下
の
伝
聞
法
則
の
例
外
を

認
め
、
最
高
裁
も
、
憲
法
三
七
条
二
項
の
例
外
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
（
最
判
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
九
日
刑
集
九
巻
一
二
号
二
五
二
四
頁
、

最
判
昭
和
二
四
年
五
月
一
八
日
刑
集
三
巻
六
号
七
八
九
頁
）、
証
人
審
問
権
の
権
利
が
絶
対
の
要
請
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
伝
聞
法
則
が
反

対
尋
問
の
機
会
を
欠
く
供
述
証
拠
の
証
拠
能
力
を
一
律
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
は
、
争
い
が
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。

一
般
的
に
、
供
述
証
拠
は
人
間
の
記
憶
過
程
に
依
拠
す
る
性
格
を
も
つ
た
め
、
物
証
等
の
非
供
述
証
拠
と
異
な
り
、
証
人
が
知
覚
・
体

験
（
獲
得
）
し
、
記
憶
に
保
存
し
、
事
後
に
記
憶
に
基
づ
い
て
再
現
し
た
事
実
・
情
報
の
証
拠
価
値
、
つ
ま
り
、
供
述
内
容
の
表
す
事
実
・

情
報
の
正
確
さ
、
信
頼
性
に
一
定
程
度
の
不
安
定
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
不
安
定
さ
を
除
去
す
る
こ
と
が
反
対
尋
問
の
役
割
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
信
頼
性
の
不
充
分
な
証
拠
に
よ
り
断
罪
さ
れ
な
い
権
利
、
換
言
す
れ
ば
、
正
確
な
事
実
認
定
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
被

告
人
の
権
利
と
い
う
発
想
が
、
伝
聞
法
則
の
根
底
に
は
あ
る
。

し
か
し
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
証
人
に
対
し
公
開
法
廷
の
場
で
反
対
尋
問
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
供
述
証
拠
に
特
別
の
信
頼
性

が
認
め
ら
れ
事
実
認
定
が
正
確
で
あ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
と
き
で
あ
れ
ば
、当
然
に
制
限
さ
れ
て
も
構
わ
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
た
る
証
人
審
問
権
は
、
事
実
認
定
の
正
確
性
の
担
保
以
上
の
「
目
的
」
を
意
図
し
制
定
さ
れ
た
基
本
権
規
定
と

思
わ
れ
る
。
仮
に
、
供
述
者
の
法
廷
外
供
述
に
ど
れ
ほ
ど
信
用
性
が
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
供
述
者
に
法
廷
で
証
言
を
さ
せ
、
反
対
尋
問

に
さ
ら
す
こ
と
は
、
被
告
人
が
事
実
認
定
者
の
面
前
で
自
己
に
不
利
な
証
拠
に
反
駁
す
る
機
会
を
現
実
に
も
つ
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は

当
事
者
論
争
主
義
の
基
本
的
な
要
求
と
考
え
ら
れ
る
。

近
時
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
は
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
対
ワ
シ
ン
ト
ン
事
件
（Craw

ford v. W
ashington, 541 U

.S. 36

（2004

））
で
、

日
本
の
証
人
審
問
権
に
相
当
す
る
対
決
権
条
項
（
合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
）
の
保
障
範
囲
に
関
し
判
例
変
更
を
な
し
た
。
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド

事
件
で
は
、
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
証
拠
（testim

onial statem
ents

）、
あ
る
い
は
、
法
廷
証
言
に
代
わ

る
供
述
に
つ
き
、
反
対
尋
問
の
機
会
の
あ
っ
た
こ
と
が
証
拠
能
力
を
認
め
る
要
件
と
さ
れ
た
。
同
事
件
以
前
の
ロ
バ
ー
ツ
事
件
（O

hio v. 

Roberts, 448 U
.S. 56 

（1980

））
で
は
、
証
拠
と
す
る
必
要
性
、
特
に
信
用
す
べ
き
情
況
保
障
の
存
在
（
あ
る
い
は
信
頼
性
の
徴
憑
）
の
二
要
件

を
充
足
す
れ
ば
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
で
あ
っ
て
も
そ
う
で
な
い
供
述
で
あ
っ
て
も
、
許
容
性
を
認
め
る
基

準
を
採
用
し
て
い
た
。
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
判
例
変
更
を
日
本
法
域
で
も
参
考
と
す
べ
き
な
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
の
準
備

作
業
と
し
て
、
ま
た
、
日
本
国
憲
法
三
七
条
二
項
の
証
人
審
問
権
の
内
容
、
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
へ
の
比
較
法
上
の
影
響
を
考
え
る
た
め
、

本
稿
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
英
米
法
域
に
お
け
る“testim

onial statem
ents”

の
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
お
そ
ら
く
、

testim
onial statem

ents

と
は
、「
供
述
者
が
、
後
に
、
自
己
の
供
述
が
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
す
供
述
」
の
こ
と
を
指
し
、

「
法
廷
証
言
類
似
の
供
述
」
と
か
「
証
言
的
供
述
」
と
い
う
訳
語
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
翻
訳
を
当
て
た
の
で
はtestim

onial

で
あ
る
こ
と
が
、
な
ぜ
伝
聞
例
外
要
件
の
差
異
の
分
水
嶺
と
な
る
か
に
つ
い
て
、
充
分
に
配
慮
で
き
て
い
な
い
感
が
強
い
。
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次
に
、
第
六
修
正
（U

nited States Const. A
m

end.Ⅵ
.

）
の
文
言
と
、
合
衆
国
憲
法
制
定
前
の
伝
聞
法
則
の
実
務
上
の
前
提
を
確
認
し

両
者
の
制
度
目
的
を
比
較
す
る
。

そ
し
て
、
近
時
の
最
高
裁
の
判
例
変
更
以
前
に
、
対
決
権
と
伝
聞
法
則
と
の
関
係
を
、
変
更
前
の
判
例
（O

hio v. Roberts, 448 U
.S. 56 

（1980

））
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
を
検
討
し
、
変
更
前
の
判
例
の
判
断
枠
組
み
を
批
判
し
て
い
た
代
表
的
な
学
術
論
文
の
内
容

を
題
材
に
、
判
例
変
更
が
な
さ
れ
た
理
由
、
最
高
裁
の
新
基
準
の
規
律
対
象
、
新
基
準
適
用
の
主
要
目
的
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

念
の
た
め
、
要
約
で
は
あ
る
が
、
判
例
変
更
前
の
ロ
バ
ー
ツ
事
件
の
事
実
の
概
要
お
よ
び
法
廷
意
見
、
判
例
変
更
後
の
合
衆
国
最
高
裁

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
事
実
の
概
要
お
よ
び
法
廷
意
見
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
あ
る
。

さ
ら
に
、
判
例
変
更
に
よ
る
新
基
準
設
立
後
に
引
き
続
い
て
生
じ
た
、
対
決
権
の
保
障
範
囲
を
巡
り
争
わ
れ
た
最
高
裁
の
い
く
つ
か
の

事
件
を
挙
げ
、
新
基
準
と
な
っ
た
判
例
と
の
関
係
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
、
対
決
権
の
保
障
を
受
け
る
被
告
人
の
権
利
の
中
身

を
具
体
化
し
う
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
う
。

最
後
に
、
供
述
証
拠
と
非
供
述
証
拠
の
境
界
は
な
ぜ
あ
る
の
か
と
い
う
大
原
則
に
立
ち
返
り
、
非
供
述
証
拠
的
な
供
述
証
拠
の
存
在
、

供
述
性
を
帯
び
や
す
い
非
供
述
証
拠
の
存
在
に
着
眼
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
し
、
そ
れ
ら
の
性
格
を
有
す
る
証
拠
に
対
す
る
証
拠
法
全

体
と
し
て
の
構
造
的
対
応
を
呼
び
か
け
、
提
言
し
た
い
と
考
え
る
。

具
体
的
に
は
、
合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
（
わ
が
国
で
は
日
本
国
憲
法
三
七
条
二
項
）
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
対
決
権
保
障
の
観
点
か
ら
、
供

述
証
拠
の
う
ち
、
特
に
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
な
さ
れ
る
公
判
廷
外
の
供
述
に
限
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
供
述
者
の
反

対
尋
問
が
証
拠
能
力
付
与
の
た
め
の
要
件
と
し
て
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
特
信
情
況
の
保
障
等
に
よ
っ
て
安
易
に
証
拠
と
し
て
採

用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
や
学
説
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
た
い
。
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一
六
七

2　

合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
の
対
決
権

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
の
対
決
権
条
項
は
、「
刑
事
被
告
人
は
、
自
己
に
不
利
な
証
言
を
な
す
す
べ
て
の
証
人
に
対
し
て
、

対
決
す
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
規
定
し
、
す
べ
て
の
被
告
人
に
、
自
己
に
不
利
な
証
人
と
対
決
す
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る）1
（

。
そ
し
て

そ
の
「
対
決
（confront
）」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
証
人
と
法
廷
で
物
理
的
に
対
面
す
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
証
人
に
対
し
て
反
対
尋
問
を

な
し
、
事
実
認
定
者
の
事
実
認
定
に
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
ま
で
を
含
む
と
さ
れ
て
い
る）2
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
刑
事
被
告
人
が
自

己
に
不
利
な
証
拠
に
対
し
て
充
分
な
反
証
の
機
会
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
事
者
論
争
主
義
裁
判
の
基
本
的
な
要
請
で
あ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。3　

伝
聞
法
則

伝
聞
法
則
が
裁
判
実
務
上
確
立
し
た
の
は
、
一
八
〇
〇
年
代
中
盤
と
み
ら
れ
て
い
る）3
（

。

も
っ
と
も
、
確
実
で
充
分
な
資
料
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
法
史
学
上
、
ガ
ラ
ニ
ス
や
ラ
ン
ヅ
マ
ン
の

論
文
が
現
時
点
に
お
い
て
は
妥
当
な
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
期
と
み
て
問
題
は
な
か
ろ
う
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
深
く
根
を

下
ろ
し
た
（firm

ly rooted  hearsay exception

）
と
い
う
合
衆
国
最
高
裁
の
表
現
か
ら
は）4
（

、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
に
法
源
性
を
認
め）5
（

、

合
衆
国
憲
法
の
規
範
を
尊
重
し）6
（

、
同
時
に
、
事
後
の
判
例
の
示
し
て
き
た
基
準）（
（

、
連
邦
証
拠
法
の
立
法
の
効
果）8
（

、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
対
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八

決
権
の
範
囲
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
、
合
衆
国
憲
法
、
合
衆
国
最
高
裁
判
例
、

議
会
制
定
法
の
連
邦
証
拠
法
（Federal Rules of Evidence

）、
そ
れ
ら
の
相
関
関
係
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
規
範
要
請
が
複
合
的
に
連
鎖
す
る
問
題
が
、
対
決
権
の
保
障
範
囲
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
。
つ
ま
り
、
対
決
権
の
保
障

範
囲
の
問
題
は
、
単
な
る
訴
訟
法
上
の
証
拠
法
則
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
と
み
る
の
が
中
庸
な
出
発
点
か
と
思
わ
れ
る）9
（

。
訴
訟
法
上
の
証

拠
法
則
で
あ
る
伝
聞
法
則
と
憲
法
上
の
対
決
権
の
保
障
範
囲
の
法
則
と
が
、
ま
っ
た
く
内
容
を
一
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
と
よ
り
、
合

衆
国
最
高
裁
で
裁
量
上
訴
が
認
容
さ
れ
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ウ
ィ
グ
モ
ア
の
注
釈
書
に
よ
れ
ば
、
反
対
尋
問
が
供
述
証
拠
の
信
用
性
を
高
め
る
最
良
の
手
段
・
方
途
（“beyond any doubt the 

greatest legal engine ever invented for the discovery of truth”

）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
一
定
の
供
述
証
拠
に
反
対
尋
問
に
代
わ

る
特
信
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
証
拠
を
伝
聞
例
外
と
し
て
も
、
つ
ま
り
、
相
手
方
当
事
者
の
反
対
尋
問
な
く
し
て
証
拠
能

力
を
認
め
て
も
、
事
実
認
定
の
正
確
性
は
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の
権
利
は
害
さ
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
を
導
く
こ

と
も
可
能
に
み
え
る
。
そ
の
理
論
構
成
を
判
断
の
基
軸
に
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ロ
バ
ー
ツ
事
件
以
降
の
最
高
裁
の
判
断
基
準
は
、
実
質

的
に
対
決
権
を
訴
訟
法
レ
ベ
ル
の
問
題
に
止
め
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
結
果
の
原
因
を
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
見
解
に
帰
責
す

る
立
場
が
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
が
対
決
権
と
い
う
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
に
焦
点
を
あ
て
ず
に
、
あ
く
ま
で
、
証
拠
法
に
関

す
る
問
題
と
し
て
反
対
尋
問
の
効
用
を
説
明
し
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
を
批
判
す
る
こ
と
は
一
面
で
は
失
当
で
あ
ろ

う
。
ど
の
み
ち
、
対
決
権
の
問
題
を
訴
訟
法
上
の
証
拠
法
則
の
範
囲
を
超
え
て
別
途
議
論
す
る
こ
と
に
配
慮
が
充
分
と
は
い
え
な
か
っ
た

の
は
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
自
体
の
責
任
で
あ
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。

マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
見
解
は
、
基
本
的
に
、
対
決
権
条
項
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
伝
聞
法
則
を
体
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
立
場



一
六
九

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

と
み
ら
れ
る
。
合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
が
対
決
権
を
保
障
し
て
い
る
の
は
、
刑
事
被
告
人
に
対
し
て
、
伝
聞
法
則
に
由
来
す
る
反
対
尋
問

権
を
保
障
し
、
具
体
化
す
る
が
た
め
に
あ
る
、
と
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
主
張
し）（（
（

、
さ
ら
に
、
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
保
障
の
範
囲
は
、
伝

聞
法
則
に
矛
盾
し
な
い
範
囲
に
止
ま
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る）（（
（

。
反
対
尋
問
を
真
実
発
見
の
た
め
の
最
良
の
シ
ス
テ
ム
と
す
る
ウ
ィ
グ

モ
ア
ほ
ど
反
対
尋
問
の
効
用
を
高
く
評
価
し
な
い
が
、
や
は
り
、
証
拠
法
の
レ
ベ
ル
で
の
伝
聞
法
則
の
把
握
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
反
対
尋
問
と
い
う
制
度
・
シ
ス
テ
ム
自
体
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
法
・
証
拠
法
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
対
決
権

と
い
う
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
が
関
与
し
て
く
る
範
囲
で
は
、
や
は
り
、
反
対
尋
問
も
「
対
決
（confront

）」
の
所
作
に
含
ま
れ
る
憲

法
が
授
権
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
が
出
て
く
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
『
証
拠
法
』
は
ク
ロ
ー

フ
ォ
ー
ド
事
件
以
前
の
版
と
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
後
の
版
と
で
内
容
が
変
化
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ

き
か
の
問
題
は
短
絡
的
に
は
決
し
え
な
い
。

一
方
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
立
場
は
、
明
確
に
、
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
対
決
権
の
命
令
内
容
と
、
訴
訟
法
上
の
伝
聞
法
則
の
要
請
と
を

区
別
す
る
見
解
と
い
え
る）（（
（

。

“In applying the confrontation right, m
oreover, I believe an additional, broader consideration com

es into play: 

T
ruth-determ

ination is itself a poor criterion for determ
ining applicability of the confrontation right.”

   （
フ
リ
ー
ド
マ
ン
注（
9
）論
文
一
〇
二
八
頁
）

少
な
く
と
も
、
両
者
に
共
通
す
る
点
は
認
め
て
も
、
片
方
の
要
求
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
当
然
に
も
う
片
方
の
要
求
が
満
た
さ
れ
る
と
は



一
七
〇

考
え
な
い
。
筆
者
も
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
立
場
を
支
持
し
た
い
。
お
そ
ら
く
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
論
文
の
影
響
は
、
最
高
裁
の
判
例
変
更
に

大
き
く
作
用
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
対
決
権
の
権
利
構
造
を
歴
史
の
視
点
か
ら
も
、憲
法
学
の
視
点
か
ら
も
、

刑
訴
法
の
視
点
か
ら
も
、
ま
た
、
社
会
学
の
視
点
か
ら
も
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
か
で
も
印
象
的
な
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
伝

統
的
な
伝
聞
例
外
で
あ
っ
て
も
、
な
お
、
第
六
修
正
が
証
拠
能
力
の
付
与
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
伝
聞
例
外
が
あ
る
と
指
摘
す
る
点
で

あ
る）（（
（

。
そ
の
他
、「
証
言
利
用
不
能
」
と
い
う
も
の
も
単
一
の
概
念
に
抽
象
化
す
る
の
で
は
な
く
、
利
用
不
能
の
原
因
の
性
格
に
よ
り
階

層
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
か）（（
（

、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
（testim

onial statem
ents

）
に
関
し
、
被
告
人
に

対
決
（confront

）
の
機
会
が
な
い
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
を
慎
重
に
熟
考
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
と
か）（（
（

、
示
唆
に
富
む
論
述
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
バ
ー
ガ
ー
の
立
場
は
、
伝
聞
例
外
と
な
る
供
述
の
種
類
を
分
類
し
た
上
で
、
各
々
の
供
述
の
性
格
に
応
じ
、

証
拠
と
す
る
政
策
的
な
必
要
性
等
を
も
総
合
的
に
勘
案
し
て
、対
決
権
の
保
障
範
囲
を
具
体
的
に
決
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

“Confrontation obviously possesses m
ore than a purely evidentiary dim

ension, how
ever, if the failure to produce 

a w
itness w

hose statem
ent w

as crafted by the governm
ent am

ounts to error even w
hen the statem

ent possesses 

adequate indicia of reliability.”

（
バ
ー
ガ
ー
注（
19
）論
文
五
七
五
頁
）

同
論
文
は
、
ま
ず
、
伝
聞
例
外
が
広
範
囲
に
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
検
察
側
の
権
利
濫
用
の
温
床
と
な
り
や
す
い
こ
と
を
懸
念
す



一
七
一

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

る
）
（（
（

。
そ
し
て
、捜
査
段
階
に
お
け
る
証
人
に
対
す
る
不
当
誘
因（
供
述
録
取
書
を
作
成
し
た
捜
査
官
の
、証
人
に
対
す
る
証
言
内
容
の
誘
導
等
の
存
否
）

は
、
陪
審
に
は
わ
か
り
に
く
い
こ
と
を
挙
げ）（（
（

、
信
頼
性
の
徴
憑
の
基
準
を
重
用
し
す
ぎ
る
こ
と
の
不
合
理
を
主
張
す
る）（（
（

。
さ
ら
に
、
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
バ
ー
ガ
ー
は
、
対
決
権
を
、
事
実
認
定
手
続
の
正
確
性
の
要
求
を
超
え
た
手
続
上
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け）（（
（

、
陪
審
が
証
人

を
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き）（（
（

、
法
廷
に
顕
出
さ
れ
な
い
証
拠
と
い
う
も
の
を
極
力
減
ぜ
よ
と
い
う
の
が
対
決
権
の
命
令
で

あ
る
と
す
る）（（
（

。

さ
ら
に
、ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
は
、対
決
権
条
項
と
他
の
基
本
権
と
の
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
を
み
な
が
ら
、証
言
利
用
不
能
の
要
件
を
も
再
考
し
、

事
実
認
定
の
正
確
性
を
担
保
す
る
こ
と
以
上
の
「
何
か
」
を
対
決
権
は
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
提
言
し
て
い
る）（（
（

。

“Instead, the accused is guaranteed an adversary crim
inal trial even if that is not the best truth determ

ining 

process for him
. 

… N
either a defendant nor society is given the sixth am

endm
ent right to the best truth-

determ
ining process.”

（
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
注（
26
）論
文
五
八
五
頁
）

同
論
文
は
、
ロ
バ
ー
ツ
以
降
の
判
例
が
法
廷
証
拠
の
代
替
と
な
る
供
述
（testim

onial statem
ents

）
と
そ
う
で
な
い
供
述
（non-

testim
onial statem

ents

）
を
区
別
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め）（（
（

、「
証
言
利
用
不
能
」
と
は
、
元
来
ど
こ
に
位
置
づ
け

る
べ
き
要
件
な
の
か
を
再
考
す
る
必
要
を
説
い
て
い
る）（（
（

。
そ
し
て
、
一
定
の
伝
聞
例
外
を
証
拠
と
す
る
必
要
性
を
重
視
し
た
い
最
高
裁
の

意
向
を
汲
み
つ
つ
、
第
六
修
正
内
の
他
の
基
本
権
す
べ
て
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、
対
決
権
の
保
障
範
囲
を
決
す
べ
き
こ
と）（（
（

、
自
己
に
不



一
七
二

利
な
証
拠
に
充
分
に
反
証
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
被
告
人
の
権
利
と
い
う
論
争
主
義
の
理
念
を
最
大
限
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と）（（
（

等
を
理

由
に
挙
げ
、
証
拠
に
信
頼
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
即
、
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
が
制
限
さ
れ
て
よ
い
と
す
る
立
論
を
批
判
し
て
い
る）（（
（

。

基
本
権
の
各
権
利
条
項
（
弁
護
人
の
助
力
を
受
け
る
権
利
、
告
知
・
聴
聞
を
受
け
る
権
利
等
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
主
張
も）（（
（

、
傾
聴
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
は
、
訴
訟
法
上
の
証
拠
法
則
と
の
関
係
の
み
で
は
、
反

対
尋
問
の
効
用
を
、
供
述
証
拠
の
信
頼
性
を
高
め
る
も
の
と
し
て
把
握
し
て
よ
い
が
、
憲
法
レ
ベ
ル
の
問
題
た
る
当
事
者
論
争
主
義
と
の

関
係
で
は
、反
対
尋
問
は
そ
の
役
目
の
み
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る）（（
（

。
反
対
尋
問
の
機
会
を
可
能
な
限
り
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

陪
審
の
面
前
で
、
自
己
に
不
利
な
証
拠
に
反
駁
す
る
機
会
を
、
被
告
人
に
充
分
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

“Cross-exam
ination’s central role is not to m

ake evidence reliable. Instead, the adversary is given the opportunity 

to test and challenge the evidence in front of the jury so that the jury w
ill have all the inform

ation necessary to 

best assess w
hat w

eight the evidence should be given.”

（
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
注（
26
）論
文
五
八
七
・
五
八
九
頁
）

4　

オ
ハ
イ
オ
対
ロ
バ
ー
ツ
が
先
例
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
理
由

ロ
バ
ー
ツ
事
件）（（
（

〈
事
実
〉



一
七
三

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

被
告
人
ロ
バ
ー
ツ
は
小
切
手
偽
造
お
よ
び
盗
品
譲
受
け
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
被
告
人
の
主
張
に
よ
る
と
、
被
害
者
の
娘
か
ら
被
害

者
名
義
の
小
切
手
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
貸
与
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
は
い
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
予
備
審
問
手
続
に
お
い
て
、
被
害
者
の
娘
は
証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
、
被
告
人
に
対
し
て
自
己
の
ア
パ
ー
ト
の
使
用
を
許
可

し
た
事
実
は
認
め
た
も
の
の
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
貸
与
の
事
実
は
否
定
す
る
証
言
を
し
た
。
被
告
人
は
偽
造
、
盗
品
譲
受
け
等
の

罪
で
起
訴
さ
れ
た
。

公
判
裁
判
所
は
、
上
記
証
人
に
対
し
（
た
だ
し
宛
先
は
証
人
の
両
親
の
住
所
宛
に
）、
五
通
の
召
喚
状
を
送
付
し
た
が
、
証
人
は
公
判
に

出
頭
し
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
、小
切
手
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
使
用
を
そ
の
証
人
よ
り
許
可
さ
れ
て
い
た
旨
主
張
し
た
た
め
、

検
察
側
は
、
証
人
の
予
備
審
問
に
お
け
る
供
述
調
書
を
証
拠
請
求
し
た
。

被
告
人
は
、
合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
の
対
決
権
条
項
を
根
拠
に
、
証
人
の
供
述
調
書
を
証
拠
と
す
る
こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
た
が
、

裁
判
所
は
、
証
人
の
居
所
不
明
を
証
人
の
母
親
が
証
言
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
証
言
利
用
不
能
の
事
態
は
立
証
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、

そ
の
供
述
調
書
に
証
拠
能
力
を
認
め
、
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
。

オ
ハ
イ
オ
州
コ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ア
ピ
ー
ル
ズ
は
、
検
察
側
が
証
人
確
保
の
た
め
誠
実
な
努
力
を
果
た
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、

公
判
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
た
。
州
最
高
裁
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
検
察
側
の
誠
実
な
努
力
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
証
人
の
出

頭
は
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
証
言
利
用
不
能
の
事
実
は
認
め
た
が
、
予
備
審
問
段
階
に
お
い
て
反
対
尋
問
の
機
会
が
存
し
た
と

い
え
ど
も
、
そ
の
反
対
尋
問
は
、
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
保
障
と
し
て
の
公
判
で
の
反
対
尋
問
に
如
か
ず
と
の
理
由
で
、
コ
ー
ト
・

オ
ブ
・
ア
ピ
ー
ル
ズ
の
判
断
を
支
持
し
た
。



一
七
四

〈
判
旨
〉

原
判
決
破
棄
・
差
戻
し

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見

第
六
修
正
の
対
決
権
条
項
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
読
む
か
ぎ
り
、
被
告
人
は
全
て
の
証
人
に
対
し
て
対
決
（confront

）
す
る
権
利
を
有

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
公
判
に
出
頭
し
な
い
証
人
の
供
述
は
す
べ
て
証
拠
能
力
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
歴
史
的
に
見
て
も
、
憲
法
起
草
者
が
、
対
決
権
条
項
に
よ
り
伝
聞
証
拠
を
一
律
に
排
除
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
も
の
と
は
思

わ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
被
告
人
に
法
廷
で
、
自
己
に
不
利
な
証
人
に
対
し
て
反
対
尋
問
を
な
す
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

証
人
の
記
憶
を
確
認
し
、
供
述
を
吟
味
し
、
証
人
の
証
言
態
度
を
陪
審
に
観
察
さ
せ
る
こ
と
が
、
対
決
権
の
目
的
で
あ
る
こ
と
に
争
い

は
な
い
。

し
か
し
、
対
決
権
条
項
は
、
反
対
尋
問
を
経
な
い
す
べ
て
の
伝
聞
証
拠
を
絶
対
に
許
容
し
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
公
共
政
策

（public policy

）
や
必
要
性
、
効
果
的
な
法
執
行
の
要
請
と
適
正
な
証
拠
法
則
の
立
法
等
の
観
点
か
ら
、
こ
の
第
六
修
正
の
命
令
に
も

例
外
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

伝
聞
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
対
決
権
条
項
は
二
つ
の
異
な
る
視
点
を
考
慮
す
る
。
第
一
の
視
点
は
、
伝
聞
証
拠
に
あ

た
る
供
述
を
証
拠
と
す
る
必
要
性
の
視
点
で
あ
る
。
検
察
側
は
、
真
摯
な
努
力
を
果
た
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
人
の
出
頭
を
確
保

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
視
点
は
、
上
記
の
証
言
利
用
不
能
が
立
証
さ
れ
た
後
に
問
題
と
さ
れ

る
、
そ
の
伝
聞
証
拠
で
あ
る
供
述
に
「
信
頼
性
の
徴
憑
（indicia of reliability
）
が
あ
る
か
否
か
の
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
実
認

定
の
正
確
性
を
担
保
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
基
準
で
あ
る
。
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法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

供
述
者
が
公
判
廷
で
証
言
し
反
対
尋
問
を
受
け
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
証
人
が
出
頭
で
き
な
い
や
む
を
え
な
い
事
情
あ
る
い
は
正
当

事
由
の
存
在
を
、
証
拠
請
求
者
の
側
が
具
体
的
に
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
が
、
対
決
権
条
項
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
証
言
利
用
不
能
が
立
証
さ
れ
た
上
で
、
充
分
な
信
頼
性
の
徴
憑
が
存
す
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
伝
聞
証
拠
た
る
供
述

は
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
。
そ
の
供
述
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
深
く
根
ざ
し
た
伝
聞
例
外
に
該
当
す
る
と
き
は
、
一
般
の
供
述
に
は
通

常
存
し
な
い
信
用
性
（particularized guarantees of trustw
orthiness

）、
つ
ま
り
、
特
別
に
信
用
す
べ
き
具
体
的
な
情
況
（
供
述
背
景
）

の
保
障
（
存
在
）
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

オ
ハ
イ
オ
州
最
高
裁
は
、
予
備
審
問
に
お
け
る
原
供
述
者
の
供
述
に
は
充
分
な
信
頼
性
の
徴
憑
が
な
い
と
す
る
が
、
グ
リ
ー
ン
事
件

（California v. Green, 399 U
.S. 149 

（19（0

））
に
照
ら
し
、
予
備
審
問
で
の
供
述
環
境
と
公
判
で
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
証
言
環
境
と
の
間

に
共
通
性
・
類
似
性
が
あ
り
、
予
備
審
問
段
階
で
、
原
供
述
者
が
宣
誓
の
上
証
言
し
、
被
告
人
に
弁
護
人
が
付
さ
れ
、
弁
護
人
か
ら
の

反
対
尋
問
の
機
会
や
可
能
性
が
充
分
に
存
し
て
お
り
、
現
実
に
弁
護
人
は
原
供
述
者
に
対
し
て
実
質
的
な
意
味
で
の
反
対
尋
問
を
行
っ

て
い
た
事
実
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
手
続
が
裁
判
官
の
面
前
で
行
わ
れ
、
裁
判
所
に
よ
り
供
述
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、

本
件
で
の
公
判
前
供
述
に
は
信
頼
性
の
徴
憑
が
存
す
る
と
い
え
る
。

証
言
利
用
不
能
の
要
件
の
判
断
に
お
い
て
は
、
検
察
側
が
証
人
を
公
判
に
出
廷
さ
せ
る
た
め
に
「
誠
実
な
努
力
」
を
尽
く
し
た
か
否

か
が
基
準
と
な
る
。
記
録
上
、
訴
追
側
は
五
回
に
わ
た
り
召
喚
状
を
発
す
る
も
効
な
く
、
公
判
の
四
ヶ
月
前
に
証
人
の
母
親
と
面
会
し

証
人
の
居
所
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
が
、そ
の
母
親
は
娘（
原
供
述
者
）の
所
在
は
不
明
で
あ
る
旨
答
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、訴
追
側
は
、

証
人
の
所
在
を
つ
き
と
め
る
他
の
方
法
を
と
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
手
が
か
り
が
な
く
、
オ
ハ
イ
オ
州
に
召
喚
し
う
る
場
所
で
証

人
を
発
見
で
き
る
可
能
性
も
低
か
っ
た
た
め
、他
の
手
法
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
が
「
誠
実
な
努
力
」
を
欠
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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検
察
側
は
証
言
利
用
不
能
の
事
態
の
立
証
を
果
た
し
て
い
る
。

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
執
筆
の
反
対
意
見
（
省
略
）

ロ
バ
ー
ツ
判
決
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
被
告
人
が
反
対
尋
問
権
を
行
使
す
る
理
由
と
し
て
、
反
対
尋
問
の
効
果
は
、
供
述
証
拠
一

般
の
不
安
定
性
を
解
消
し
、
供
述
証
拠
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
点
の
み
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
す
な
わ
ち
、
供
述
証

拠
の
信
用
性
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
事
実
認
定
の
正
確
性
は
実
現
し
う
る
と
の
理
論
構
成
に
比
重
を
お
き
す
ぎ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
信
頼

性
を
も
と
も
と
具
え
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
供
述
証
拠
を
伝
聞
例
外
と
し
て
も
、
裁
判
に
お
い
て
正
確
な
事
実
認
定
を
受
け
る
と
い
う
被

告
人
の
権
利
は
害
さ
れ
な
い
と
の
結
論
に
至
り
や
す
く
な
る）（（
（

。
お
そ
ら
く
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
が
反
対
尋
問
を
、「
供
述
証
拠
の
信
用
性
を
高
め

る
最
大
の
装
置
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
を
基
軸
と
し
て）（（
（

、
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
一
連
の
判
例
は
形
作
ら
れ
て
き
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う）（（
（

。

し
か
し
、
訴
訟
法
上
の
証
拠
法
則
と
、
憲
法
上
の
権
利
保
障
原
則
と
は
、
必
ず
し
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
目
的
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
、
三
権
分
立
の
理
念
よ
り
違
憲
立
法
審
査
権
が
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
制
定
法
の
授
権
が
あ
れ
ば
、
被
告
人
の

憲
法
上
の
権
利
の
制
約
が
ど
こ
ま
で
も
許
さ
れ
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い）（（
（

。
訴
訟
法
立
法
者
の
意
図
と
憲
法
起
草
者
の
意
図
と
の
相
互

関
係
を
精
緻
に
検
討
し
な
い
ま
ま
、
事
実
認
定
の
正
確
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
は
お
よ
そ
害
さ
れ
て
い
な

い
も
の
と
当
然
に
考
え
て
よ
い
も
の
あ
ろ
う
か
。
ロ
バ
ー
ツ
の
示
す
基
準
に
対
し
て
は
、数
多
く
の
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
固
く
根
を
下
ろ
し
た
伝
聞
例
外
に
該
当
す
る
か
、
当
該
供
述
に
特
信
情
況
が
認
め
ら
れ
る
か
す
れ
ば
、
供
述
者
の
法
廷
外
供
述
を

伝
聞
例
外
と
な
し
う
る
と
の
ロ
バ
ー
ツ
の
基
準
は
、
結
果
と
し
て
、
被
告
人
の
対
決
権
保
障
の
範
囲
を
狭
め
す
ぎ
て
し
ま
う
危
険
を
内
在
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法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

さ
せ
て
い
る）（（
（

。

た
だ
、
ロ
バ
ー
ツ
事
件
以
来
、
イ
ナ
デ
ィ
事
件）（（
（

、
ボ
ー
ジ
ェ
イ
リ
ー
事
件）（（
（

、
ラ
イ
ト
事
件）（（
（

、
ホ
ワ
イ
ト
事
件）（（
（

に
お
い
て
、
や
は
り
、
ロ

バ
ー
ツ
事
件
で
示
さ
れ
た
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
覚
せ
い
剤
の
製
造
・
頒
布
で
起
訴
さ
れ
た
、
被
告
人
と
他
の
共
犯
者
間
の
通
話

（
電
話
）
録
音
記
録
を
伝
聞
例
外
と
す
る
こ
と
の
当
否
が
争
わ
れ
た
イ
ナ
デ
ィ
事
件
で
は
、
犯
罪
遂
行
過
程
あ
る
い
は
共
謀
の
際
に
な
さ
れ

た
共
犯
者
の
供
述
は
伝
聞
で
は
な
い
と
判
示
さ
れ
、
コ
カ
イ
ン
の
頒
布
等
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
と
お
と
り
捜
査
の
情
報
提
供
者
と
の
間

で
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
録
音
記
録
の
証
拠
能
力
が
問
題
と
な
っ
た
ボ
ー
ジ
ェ
イ
リ
ー
事
件
で
は
、
同
様
に
、
そ
の
種
の
録
音
記
録
は
伝
聞

で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
娘
に
対
す
る
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
で
あ
る
ラ
イ
ト
事
件
で
は
、
二
歳
の
娘
が
小
児
科
医
に
対
し
て
な
し

た
供
述
を
伝
聞
例
外
と
す
る
こ
と
の
可
否
が
争
わ
れ
た
が
、
最
高
裁
は
、
結
果
と
し
て
、
小
児
科
医
の
証
言
の
一
部
（
被
害
者
の
原
供
述
部

分
）
を
証
拠
と
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
一
方
、
四
歳
の
児
童
に
対
す
る
強
制
わ
い
せ
つ
が
起
訴
事
実
で
あ
る
ホ
ワ
イ
ト
事
件
で
は
、

被
害
者
の
母
親
・
捜
査
官
・
救
急
治
療
室
の
医
師
・
看
護
師
に
対
す
る
供
述
が
、
伝
聞
例
外
と
し
て
認
容
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
判
例
の
流
れ
を
み
る
限
り
、
強
固
に
根
付
い
た
伝
聞
例
外
へ
の
該
当
性
要
件
の
有
無
あ
る
い
は
特
信
情
況
の
存
在
の
要
件
の

存
否
に
よ
っ
て
、
伝
聞
例
外
の
許
容
性
を
決
す
る
と
い
う
基
準
で
、
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
例
は
判
断
を
形
成
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
各
々
の
事
件
で
証
拠
能
力
が
問
わ
れ
た
供
述
証
拠
、
伝
聞
証
拠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
供
述
の
類
型
や
性
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、証
拠
と
す
る
必
要
性
、す
な
わ
ち
、伝
聞
例
外
と
認
め
る
政
策
的
配
慮
が
強
く
は
た
ら
く
供
述
か
否
か
に
関
し
て
も
、

注
意
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
イ
ナ
デ
ィ
事
件
で
は
、
覚
醒
剤
事
犯
に
お
い
て
、
電
話
傍
受
令
状
に
基
づ
き
捜
査
機
関
が
録
音
し

た
、
イ
ナ
デ
ィ
と
他
の
共
犯
者
間
の
会
話
の
録
音
記
録
に
証
拠
能
力
を
認
め
う
る
か
が
争
わ
れ
た）（（
（

。
ボ
ー
ジ
ェ
イ
リ
ー
事
件
は
、
コ
カ
イ

ン
取
引
の
お
と
り
捜
査
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
情
報
提
供
者
と
ボ
ー
ジ
ェ
イ
リ
ー
間
の
会
話
の
録
音
記
録
を
証
拠
と
な
し
う
る
か
が
問
題
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と
さ
れ
た）（（
（

。
そ
し
て
、
ラ
イ
ト
事
件
は
、
被
告
人
の
二
歳
と
五
歳
の
娘
に
対
す
る
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
で
、
特
に
、
二
歳
の
娘
の
小
児
科

医
に
対
す
る
原
供
述
を
含
む
小
児
科
医
の
証
言
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
、
対
決
権
侵
害
と
な
ら
な
い
か
が
争
わ
れ
た）（（
（

。
ホ
ワ
イ
ト
事
件
で

は
、四
歳
女
児
に
対
す
る
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
で
、被
害
者
が
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
の
た
め
公
判
時
に
証
言
不
能
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
子
守
・
母
親
、
捜
査
官
、
救
急
医
療
室
の
医
師
・
看
護
師
に
対
し
て
な
し
た
被
害
者
の
供
述
記
録
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る）（（
（

。

結
果
と
し
て
、
ラ
イ
ト
事
件
以
外
は
、
被
告
人
側
か
ら
の
反
対
尋
問
の
機
会
を
欠
く
供
述
証
拠
が
許
容
さ
れ
、
対
決
権
侵
害
は
な
い
と

判
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
記
の
判
例
は
、
い
ず
れ
も
、
薬
物
事
犯
か
、
性
犯
罪
（
児
童
虐
待
）
事
犯
で
あ
り
、
証
拠
能
力
の
有
無

を
問
わ
れ
た
供
述
証
拠
を
証
拠
と
す
る
必
要
性
が
、
政
策
的
に
重
要
か
つ
切
迫
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
問
題
と
な
る
供
述
の
特
信
性
だ
け
が
判
断
要
素
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
供
述
の
信
用
性
と
は
別
個
に
、
特
別
の
政
策
的
配

慮
に
由
来
す
る
証
拠
の
必
要
性
と
い
う
要
請
が
、
判
断
資
料
に
介
在
し
て
く
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠
の
必
要

性
が
強
く
作
用
す
る
場
合
を
考
慮
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
で
、non-testim

onial

な
供
述
に
対
し
て
は
、
反
対

尋
問
を
絶
対
要
件
と
せ
ず
に
済
む
余
地
を
残
し
た
よ
う
に
み
え
る）（（
（

。
換
言
す
れ
ば
、
前
記
四
件
の
判
例
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
つ
つ
、
ク

ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
新
基
準
を
構
築
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
ラ
イ
ト
事
件
に
関
し
て
は
、
伝
聞
法
則
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
充
分
に
な
い
証
人
は
そ
も
そ
も
証
言
適
格
を
欠
く
と
い
う
意
味
で
、
二
歳
幼
児
の
供
述
の
信
用
性
お
よ
び

証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る）（（
（

。
ロ
バ
ー
ツ
の
基
準
に
よ
り
、
被
害
者
の
供
述
が
伝
統
に
根
ざ
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上

の
伝
聞
例
外
に
該
当
し
な
い
場
合
は
、
特
信
情
況
の
有
無
が
伝
聞
例
外
要
件
と
な
る
た
め
、
最
高
裁
は
単
に
そ
の
存
否
を
判
断
し
た
に
過

ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
被
告
人
は
五
歳
の
娘
に
対
す
る
強
制
わ
い
せ
つ
で
は
有
罪
答
弁
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
処
罰
は
確



一
七
九

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

実
に
な
し
う
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
二
歳
の
娘
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
医
師
が
記
録
を
取
り
忘
れ
て
い
た
こ
と
等
も
考
慮
し
て
、
ラ

イ
ト
事
件
の
判
示
内
容
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

証
言
利
用
不
能
が
、
一
般
的
に
、
伝
聞
例
外
た
る
供
述
証
拠
の
「
証
拠
と
し
て
の
必
要
性
」
を
支
え
る
事
実
と
な
り
得
る
こ
と
に
は
異

論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
証
言
不
能
の
事
態
の
生
じ
て
い
る
背
景
事
実
、
あ
る
い
は
、
証
言
不
能
の
原
因
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
、

真
の
証
拠
の
必
要
性
は
判
断
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
証
言
利
用
不
能
と
い
う
も
の
も
、
不
用
意
に
一
般
化
し
た
概
念
で
捉
え
る
べ

き
で
は
な
い）（（
（

。
さ
ら
に
、
検
察
官
の
証
言
確
保
努
力
が
果
た
さ
れ
て
い
た
か
に
関
し
て
も
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
以
後
は
、
法
廷
証
拠

と
な
る
こ
と
を
期
し
て
な
さ
れ
た
供
述
と
そ
う
で
な
い
供
述
と
で
、
伝
聞
例
外
と
な
し
う
る
要
件
を
区
別
し
て
論
じ
る
必
要
が
出
て
こ
よ

う
。
も
っ
と
も
、
連
邦
証
拠
法
、
各
州
の
証
拠
法
の
規
定
で
は
、non-testim

onial

な
供
述
と
み
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
伝
聞
例
外
は
、

証
言
利
用
不
能
を
要
件
と
し
て
い
な
い
も
の
も
多
い）（（
（

。
証
言
利
用
不
能
は
、
証
拠
と
す
る
必
要
性
を
直
接
支
え
る
事
実
で
は
あ
る
が
、
供

述
の
信
用
性
や
特
信
情
況
に
直
接
影
響
を
与
え
る
事
実
で
は
な
い
。
証
言
利
用
不
能
の
典
型
は
供
述
者
の
死
亡
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

正
に
物
理
的
不
能
の
事
態
に
つ
い
て
は
、
古
来
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
も
伝
聞
例
外
と
し
て
証
拠
能
力
が
認
め
ら
れ
て
き
た）（（
（

。
い
や
、
精
確
に

は
、
伝
聞
法
則
が
確
立
す
る
以
前
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
供
述
は
証
拠
能
力
を
認
め
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う
べ
き
か
。
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に

い
う
と
、
当
事
者
論
争
主
義
構
造
が
発
達
す
る
以
前
、
す
な
わ
ち
、
伝
聞
法
則
発
生
以
前
に
お
い
て
、
供
述
者
の
死
亡
と
い
う
事
情
は
、

そ
の
死
亡
し
た
者
の
生
前
供
述
に
証
拠
能
力
を
付
与
し
う
る
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
検
察
側
の
証

言
確
保
努
力
が
尽
く
さ
れ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
と
厳
格
に
解
し
て
い
く
こ
と
が
原
則
で
あ
ろ
う）（（
（

。

ち
な
み
に
、
我
が
国
に
お
け
る
証
言
利
用
不
能
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
検
察
官
が
証
言
利
用
不
能
の
事
態
を
殊
更
に
利
用
し
、
検
察
官

面
前
調
書
を
伝
聞
例
外
と
し
て
、
刑
訴
法
三
二
一
条
一
項
二
号
に
基
づ
き
証
拠
能
力
を
認
め
る
こ
と
が
手
続
的
正
義
に
反
す
る
場
合
は
、



一
八
〇

証
拠
能
力
を
認
め
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
と
示
唆
し
た
最
高
裁
判
例
が
あ
る）（（
（

。
そ
れ
は
被
告
人
が
、
タ
イ
国
籍
女
性
を
売
春
婦
と
す
る
管

理
売
春
を
業
と
し
た
事
実
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
、
被
告
人
お
よ
び
共
犯
者
は
事
実
を
否
認
し
、
そ
れ
ら
タ
イ
人
は
本
国
に
強
制
送
還
さ

れ
た
た
め
、
検
察
官
は
タ
イ
人
女
性
の
検
察
官
面
前
調
書
を
証
拠
請
求
し
、
公
判
裁
判
所
、
控
訴
裁
判
所
と
も
に
、
そ
れ
ら
調
書
を
刑
訴

法
三
二
一
条
一
項
二
号
に
基
づ
き
証
拠
能
力
を
認
め
、
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
。
最
高
裁
は
、「
検
察
官
に
お
い
て
外
国
人
が
国
外
に
退

去
さ
せ
ら
れ
公
判
準
備
又
は
公
判
期
日
に
供
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
殊
更
そ
の
よ
う
な
事
態
を
利
用
し
よ

う
と
し
た
場
合
」
と
「
裁
判
所
が
外
国
人
に
つ
い
て
証
人
尋
問
の
決
定
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
制
送
還
が
行
わ
れ
た
場
合
」
を

例
示
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
検
察
官
面
前
調
書
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
「
手
続
的
正
義
の
観
点
か
ら
公
正
さ
を
欠
く
」
も
の
と
な
り

う
る
と
し
て
い
る
。
刑
訴
法
に
お
け
る
証
言
利
用
不
能
の
要
件
を
厳
格
に
解
し
て
い
く
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
判
旨
を
支
持
し

た
い
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
総
合
し
て
み
る
と
、
ロ
バ
ー
ツ
事
件
の
基
準
は
、
伝
聞
例
外
の
一
般
要
件
を
端
的
に
示
す
と
い
う
点
で
は
、
確
か

に
明
確
な
基
準
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
準
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
そ
う
で
な
い
供
述
と

を
区
別
せ
ず
に
、
証
拠
の
必
要
性
の
要
件
、
お
よ
び
、
特
信
情
況
の
存
在
の
要
件
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
広
範
囲
に
伝
聞
例
外
を
許
容
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
被
告
人
の
自
己
に
不
利
な
証
拠
（
証
人
証
言
）
に
充
分
に
挑
戦
す
る
権
利
の
保
障
と
い
う
視
点
、
す

な
わ
ち
、
刑
事
手
続
の
論
争
主
義
（adversarial proceeding

）
と
い
う
視
座
か
ら
は
、
や
は
り
、
何
か
を
欠
い
て
い
る
も
の
と
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
か
。



一
八
一

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

5　

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
対
ワ
シ
ン
ト
ン
で
示
さ
れ
た
新
基
準

こ
れ
ま
で
の
ロ
バ
ー
ツ
の
基
準
を
、
合
衆
国
最
高
裁
は
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
で
変
更
し
た）（（
（

。
そ
の
原
因
は
、
合
衆
国
憲
法
の
起
草
者
意
図

の
再
考
、被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
を
単
な
る
証
拠
法
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
旧
来
の
基
準
へ
の
懐
疑
、

そ
し
て
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
バ
ー
ガ
ー
、
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
、
カ
ー
ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
学
術
論
文
の
影
響
と
考
え
て

よ
い
か
と
思
う）（（
（

。

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
新
基
準
の
当
否
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、当
該
判
例
の
正
確
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、ク
ロ
ー
フ
ォ
ー

ド
事
件
の
事
実
と
判
旨
を
念
の
た
め
挙
げ
て
お
く
。

〈
事
実
〉

被
告
人
マ
イ
ケ
ル
・
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
は
、
被
害
者
リ
ー
の
ア
パ
ー
ト
で
同
人
を
刺
突
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。
被
害
者
が
被
告

人
の
妻
シ
ル
ヴ
ィ
ア
を
強
姦
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
詰
問
す
る
た
め
に
、
被
告
人
夫
妻
は
被
害
者
の
ア
パ
ー
ト
を
訪
問
し
、
被
告
人
と

被
害
者
が
組
み
合
う
う
ち
に
、
被
害
者
は
胴
を
ナ
イ
フ
で
刺
さ
れ
、
被
告
人
は
手
に
裂
傷
を
負
っ
た
。

警
察
の
取
調
べ
に
対
し
、
被
告
人
は
、
被
害
者
が
凶
器
を
所
持
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
た
が
現
認
は
し
て
い
な
い
と
供
述
し
、
別
に

取
調
べ
を
受
け
た
被
告
人
の
妻
は
、
被
害
者
が
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
手
を
出
し
た
際
、
被
害
者
は
手
に
何
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
供
述
し

た
。



一
八
二

公
判
で
被
告
人
が
正
当
防
衛
を
主
張
し
、
被
害
者
の
凶
器
所
持
の
事
実
の
存
否
が
争
点
と
な
り
、
被
告
人
の
妻
が
配
偶
者
の
証
言
拒

否
特
権
を
行
使
し
た
た
め
、
検
察
官
は
警
察
で
の
被
告
人
の
妻
の
供
述
記
録
（
録
音
テ
ー
プ
）
を
証
拠
請
求
し
た
。
ち
な
み
に
、
ワ
シ

ン
ト
ン
州
法
で
は
、配
偶
者
の
証
言
拒
絶
権
は
、そ
の
配
偶
者
の
法
廷
外
供
述
ま
で
は
適
用
さ
れ
な
い
（W

ash. Rev. Code§
5.60.060

（1

）

（1994

））。

被
告
人
は
、
証
言
利
用
不
能
に
か
か
る
証
人
の
伝
聞
供
述
に
証
拠
能
力
を
認
め
る
た
め
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
強
く
根
づ
い
た
伝

聞
例
外
（firm

ly rooted hearsay exception

）
に
あ
た
る
か
、
特
に
信
用
す
べ
き
情
況
の
下
に
な
さ
れ
た
供
述
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と

な
る
と
し
た
オ
ハ
イ
オ
対
ロ
バ
ー
ツ
を
援
用
し
、
本
件
に
お
け
る
証
拠
決
定
は
、
合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
違
反
と
な
る
旨
主
張
し
た
。

し
か
し
、
公
判
裁
判
所
は
申
請
人
妻
の
供
述
記
録
に
特
信
情
況
の
存
在
を
認
定
し
証
拠
に
許
容
し
た
。
特
信
情
況
を
支
え
る
事
実
と
し

て
、
①
被
告
人
の
妻
は
共
犯
者
で
は
な
く
、
夫
の
正
当
行
為
を
補
強
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
②
犯
行
を
間
近
で
目
撃
し
、
事
件
発

生
の
当
日
に
取
調
べ
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
③
取
調
べ
に
お
い
て
、
法
執
行
官
（
捜
査
官
）
に
よ
る
不
当
な
誘
導
が
あ
っ
た
事
情
は
見

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
被
告
人
は
傷
害
で
有
罪
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ア
ピ
ー
ル
ズ
は
、
被
告
人
の
有
罪
を
破
棄
し
た
。
被
告
人
の
妻
は
、
被
告
人
の
刺
突
行

為
の
瞬
間
目
を
閉
じ
て
い
た
と
供
述
し
て
お
り
、
よ
っ
て
、
警
察
で
の
被
告
人
の
供
述
と
そ
の
妻
の
供
述
は
相
互
に
噛
み
合
う
も
の
と

は
い
え
ず
、
被
告
人
の
妻
の
供
述
に
特
信
情
況
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
理
由
を
コ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ア
ピ
ー
ル
ズ
は
示
し
て
い
る
。

一
方
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
妻
の
供
述
記
録
は
、
強
固
に
根
付
い
た
伝
聞
例
外
に
は
該
当
し
な
い
も
の
の
、
そ
の

内
容
は
警
察
で
の
被
告
人
の
供
述
と
同
一
で
相
互
に
噛
み
合
っ
て
い
る
（interlocked

）
た
め
特
信
情
況
を
有
す
る
と
し
て
、
証
拠
能

力
を
認
め
被
告
人
を
有
罪
と
判
断
し
た
。



一
八
三

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
を
認
容
し
、
対
決
権
侵
害
の
有
無
を
判
断
し
た
。

〈
判
旨
・
法
廷
意
見
〉
破
棄
・
差
戻
し

ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
ソ
ー
タ
、
ト
マ
ス
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ブ
ラ
イ
ア
各
裁
判
官
参
加
）

合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
は
、「
刑
事
被
告
人
は
、
自
己
に
不
利
な
証
人
と
対
決
す
る
権
利
を
有
す
る
…
」
と
規
定
す
る
が
（U

nited 

States Const. A
m

end.Ⅵ
.

）、
同
様
の
権
利
の
保
障
が
州
の
刑
事
手
続
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
、Pointer v. T

exas

（380 U
.S. 400

（1965

））

で
判
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
六
修
正
の
文
言
を
適
切
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、W

igm
ore, Blackstone, Stephen, H

oldsw
orth, Langbein 

等
の

文
献
を
回
顧
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
か
の
著
名
な
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ー
リ
ー
裁
判
に
見
ら
れ
た
問
題
点
と
、
第
六
修
正
の
対
決

権
制
定
前
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
務
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
は
高
い
。
史
実
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
自
己
に
不
利
な
証
人
と
対
決

（confront

）
す
る
権
利
と
は
、
そ
の
よ
う
な
証
人
に
対
す
る
反
対
尋
問
の
機
会
の
保
障
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
。

ア
メ
リ
カ
独
立
当
時
の
東
部
一
三
州
の
多
く
は
、
各
州
の
権
利
章
典
に
対
決
権
規
定
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、
州
に
よ
っ
て
は
対
決

権
を
、
む
し
ろ
、
大
陸
法
の
職
権
主
義
に
な
じ
む
も
の
と
し
て
採
択
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、
自
己
に
不
利
な
証
人

に
対
し
て
反
対
尋
問
を
な
す
権
利
は
、
被
告
人
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
と
見
る
立
場
が
根
強
く
、
そ
の
結
果
、
連
邦
憲
法
に
は
対

決
権
条
項
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
の
歴
史
よ
り
、
法
廷
意
見
は
、
第
六
修
正
の
解
釈
に
つ
き
次
の
二
つ
の
推
論
を
導
き
出
す
。

一
つ
目
は
、
対
決
権
条
項
の
ね
ら
い
は
、
被
告
人
に
不
利
な
内
容
の
証
言
・
供
述
証
拠
を
、
そ
の
証
人
・
供
述
者
の
一
方
的
な
関
与
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の
み
を
認
め
、
証
拠
と
し
て
許
容
す
る
こ
と
の
弊
害
を
減
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
六
修
正
の
保

障
が
及
ぶ
の
は
法
廷
証
言
に
止
ま
り
法
廷
外
供
述
に
ま
で
は
及
ば
な
い
と
い
う
見
解
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す

べ
て
の
伝
聞
証
拠
が
第
六
修
正
違
反
の
問
題
を
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
伝
聞
例
外
の
中
に
は
、
合
衆

国
憲
法
起
草
者
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
類
型
の
も
の
も
あ
る
。

第
六
修
正
は
、「
自
己
の
供
述
が
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
（testim

onial statem
ents

）」
を
規
律
す
る

ル
ー
ル
で
あ
り
、
あ
る
特
定
類
型
の
法
廷
外
供
述
に
も
重
大
な
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宣
誓
供
述
書
、
逮
捕
さ
れ
た

被
疑
者
の
供
述
録
取
書
、
公
判
準
備
段
階
に
お
け
る
供
述
録
取
書
等
、
い
ず
れ
も
、
事
後
に
自
己
の
供
述
が
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を

供
述
者
が
期
し
て
、
法
執
行
官
等
に
対
し
て
正
式
に
な
さ
れ
た
供
述
と
い
え
る
。
警
察
官
が
作
成
し
た
目
撃
証
人
の
供
述
録
取
書
（
記

録
）
も
、
前
記
の
性
格
を
備
え
た
供
述
証
拠
（testim

onial statem
ents

）
に
該
当
し
、
し
か
も
、
現
代
の
警
察
の
取
調
べ
は
、
メ
ア
リ

Ⅰ
世
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
治
安
判
事
の
審
問
に
酷
似
し
た
性
格
を
有
し
て
い
る
。

二
つ
目
の
推
論
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
た
供
述
に
関
し
て
は
、
証
言
利
用
不
能
の
事
態
の
発
生
と
、
特
信
情

況
の
存
在
と
が
検
察
側
に
よ
り
立
証
さ
れ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
の
反
対
尋
問
の
機
会
を
欠
く
供
述
を
、
憲
法
起
草
者
で
あ
れ
ば
証
拠

に
許
容
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
供
述
証
拠
一
般
に
証
拠
能
力
が
付
与
さ
れ
る
に
は
、
反
対
尋
問
の
機
会
が
絶
対
要
件

と
な
る
と
ま
で
は
考
え
な
い
が
、
憲
法
制
定
当
時
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
確
固
た
る
伝
統
を
有
し
て
い
た
伝
聞
例
外
の
多
く
は
、
事
後
に

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
期
せ
ず
し
て
な
さ
れ
た
供
述
（non-testim

onial statem
ents

）
で
あ
る
。

先
に
示
し
た
二
つ
の
原
理
を
、
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
の
判
断
は
踏
襲
し
て
き
て
い
る
。
証
人
の
前
の
公
判
廷
で
の
供
述
を
許
容
し
た

M
attox v. U

nited States 

は
、
第
一
回
公
判
期
日
に
被
告
人
に
反
対
尋
問
を
な
す
機
会
が
充
分
に
与
え
ら
れ
て
い
た
事
例
で
あ
り
、
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法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

O
hio v. Roberts 

で
も
、
予
備
審
問
段
階
に
お
い
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
被
告
人
に
証
人
を
反
対
尋
問
す
る
機
会
が
存
在
し
た
事
例

で
あ
る
。
一
方
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
情
報
提
供
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
供
述
の
証
拠
能
力
が
争
わ
れ
たBourjaily v. U

nited States

は
、
そ

の
供
述
がtesitim

onial 

な
性
格
を
有
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
反
対
尋
問
の
機
会
が
証
拠
能
力
付
与
の
要
件
と
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

共
犯
者
の
自
白
の
問
題
が
争
わ
れ
たLee v. Illinois 

（4（6 U
.S. 530

（1986

）） 

は
、
共
犯
者
の
自
白
（
供
述
）
特
有
の
危
険
性
に
配
慮
し

た
判
断
で
あ
り
、
共
犯
者
で
な
い
証
人
の
供
述
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
本
件
を
規
律
す
る
も
の
で
は
な
い
。

私
た
ち
の
先
例
の
結
論
は
、
大
方
、
対
決
権
条
項
の
趣
旨
に
適
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
判
断
に
至
る
理
論
構
成
や
理
由
付
け

に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
断
言
し
え
な
い
。
ロ
バ
ー
ツ
で
示
さ
れ
た
「
強
固
に
根
付
い
た
伝
聞
例
外
へ
の
該
当
性
」
と
い

う
基
準
、あ
る
い
は
、「
反
対
尋
問
に
代
わ
る
特
に
信
用
す
べ
き
情
況
の
保
障（particularized guarantees of trustw

orthiness

）の
存
在
」

と
い
う
基
準
は
、
当
該
供
述
証
拠
が
、
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
供
述
者
が
承
知
し
て
な
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、

testim
onial 

な
供
述
と
そ
う
で
な
い
供
述
と
を
区
別
し
て
い
な
い
点
で
基
準
と
し
て
の
精
緻
さ
を
欠
く
。
ま
た
、
特
に
高
い
信
用
性

を
具
え
る
供
述
で
あ
っ
て
も
依
然
対
決
権
の
保
障
を
受
け
る
べ
き
伝
聞
証
拠
を
許
容
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
も
つ
点
で
は
、
不
都
合
な

基
準
と
い
い
う
る
。
そ
こ
で
、
私
達
は
、
第
六
修
正
の
対
決
権
の
保
障
は
、
自
己
の
供
述
が
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な

す
供
述
を
主
た
る
対
象
と
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
し
、
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
伝
聞
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
要
件
を
事
前

の
反
対
尋
問
の
機
会
と
す
る
。
被
告
人
の
妻
の
本
件
供
述
記
録
は
、testim

onial 

な
性
格
を
も
つ
供
述
で
あ
る
。

対
決
権
条
項
の
要
請
は
、
信
用
性
の
あ
る
証
拠
に
証
拠
能
力
を
付
与
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
供
述
証
拠
の
信
用
性

が
具
体
的
な
手
続
、
つ
ま
り
、
相
手
方
当
事
者
か
ら
の
反
対
尋
問
を
通
し
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
こ
そ
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
バ
ー
ツ
の
示
し
た
「
信
頼
性
の
徴
憑
（indicia of reliability

）」
概
念
は
定
型
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
よ
う
な
概
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念
を
基
礎
と
す
る
基
準
を
採
用
す
る
と
、
対
決
権
条
項
が
明
確
に
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
伝
聞
証
拠
を
許
容
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。

信
頼
性
の
徴
憑
概
念
の
不
明
確
性
ゆ
え
に
、
被
告
人
の
妻
の
警
察
で
の
供
述
記
録
の
信
用
性
の
有
無
に
関
し
、
下
級
裁
判
所
の
判
断

が
二
転
三
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
被
告
人
の
妻
の
供
述
を
記
録
し
た
警
察
官
が
、
そ
の
供
述
に
不
当
な
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
被
害
者
と
被
告
人
の
闘
争
の
一
部
は
目
を
閉
じ
て
い
た
た
め
に
見
て
い
な
い
と
被
告
人
妻
が
供
述
し
て
い
る
以
上
、
彼
女
の
供

述
記
録
の
信
用
性
を
量
る
唯
一
の
手
段
は
、
反
対
尋
問
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
州
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
妻
の
供
述
記
録
内
容
と

被
告
人
の
供
述
の
内
容
と
が
被
害
者
の
凶
器
所
持
に
関
し
不
明
瞭
な
点
で
相
互
に
噛
み
合
う
と
い
う
が
、
本
来
、
相
互
に
合
致
し
て
い

る
べ
き
も
の
は
、
積
極
的
な
証
明
対
象
た
る
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
点
に
留
意
し
て
比
較
す
る
に
、
両
供
述

は
相
互
に
噛
み
合
う
も
の
と
は
解
し
が
た
い
。
さ
ら
に
、
検
察
側
は
、
被
告
人
の
妻
の
警
察
で
の
供
述
を
、
正
当
防
衛
の
成
否
を
決
す

る
決
定
的
な
証
拠
と
主
張
し
て
い
た
点
に
鑑
み
る
と
、
原
判
断
は
、
被
告
人
の
妻
の
供
述
記
録
の
証
拠
評
価
に
つ
き
審
理
不
尽
の
疑
い

が
強
い
。
私
達
に
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
た
供
述
、
す
な
わ
ち
、testim

onial statem
ents 

の
範
囲
を
具
体

的
に
定
義
・
確
定
す
る
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
本
件
シ
ル
ヴ
ィ
ア
の
供
述
記
録
を
証
拠
に
許
容
す
る
こ
と

は
、
第
六
修
正
の
対
決
権
条
項
に
違
反
す
る
。
よ
っ
て
本
件
を
差
戻
す
。

（
補
足
意
見
は
省
略
）

以
上
の
ご
と
く
、
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
新
し
い
基
準
に
よ
れ
ば
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
た
（testim

onial 

statem
ents

）
供
述
に
つ
い
て
は
、
証
言
利
用
不
能
が
立
証
さ
れ
、
反
対
尋
問
の
機
会
が
保
障
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
供
述
を
証
拠
と
す
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法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
に
対
し
て
証
拠
能
力
の
要
件
が
上
記
の
如
く
設

定
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
法
廷
意
見
の
真
意
を
推
察
す
る
た
め
に
は
、「
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
（testim

onial 

statem
ents

）」
と
は
何
か
、
ま
た
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
供
述
に
つ
い
て
は
反
対
尋
問
の
機
会
が
絶
対
要
件
と
な
り
、non-testim

onial

な

供
述
に
対
し
て
は
、
従
前
の
ロ
バ
ー
ツ
の
基
準
で
証
拠
能
力
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う）（（
（

。

「
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
る
」
の
主
体
は
、
供
述
者
を
さ
す
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
で
は
、
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る

こ
と
を
供
述
者
が
確
信
し
て
い
る
こ
と
ま
で
が
必
要
な
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
単
な
る
予
感
で
は
足
り
な
い
が
、
お
そ

ら
く
、
供
述
者
が
自
己
の
供
述
が
裁
判
時
に
証
拠
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
、「
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
供
述
者
が

知
っ
て
い
る
」
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
基
準
も
、
一
定
の
幅
の
あ
る

も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
種
の
供
述
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
供
述
者
の
主
観
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
供
述
日
時
、

供
述
場
所
、
供
述
の
相
手
方
、
供
述
動
機
、
供
述
の
記
録
媒
体
・
記
録
形
式
等
を
総
合
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。

次
に
、
供
述
者
が
、
自
己
の
供
述
が
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
を
模
索
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
供
述
が
刑
事
裁
判
に
お
け
る
証
拠
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
供
述
者
は
、
真
剣
に
体
験
事

実
を
思
い
返
し
、
慎
重
に
、
記
憶
違
い
や
誤
り
の
な
い
よ
う
に
供
述
す
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
発
言
、
供
述
内
容
が
、

他
者
の
犯
罪
事
実
の
立
証
に
、
他
者
の
刑
事
責
任
の
追
及
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
供
述
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
証
人
の
捜
査

機
関
で
の
事
情
聴
取
や
、
供
述
録
取
は
、testim

onial

な
供
述
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
と
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
法
廷
意
見
は
述
べ

て
い
る）（（
（

。
逆
の
発
想
を
す
る
と
、
証
人
の
他
者
（
被
告
人
）
を
告
発
す
る
供
述
は
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
重
要
な
反
証
対
象
で
あ
り
、
反
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証
を
尽
く
す
必
要
の
あ
る
証
拠
と
な
る
と
い
う
旨
を
、
モ
ス
テ
ラ
ー
は
主
張
し
て
い
る）（（
（

。
自
己
に
不
利
な
、
す
な
わ
ち
、
検
察
側
の
重
要

証
拠
に
対
し
て
、
被
告
人
に
充
分
に
防
御
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
、
合
衆
国
憲
法
起
草
者
が
対
決
権
を
制
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ク
ロ
ー

フ
ォ
ー
ド
の
新
基
準
は
憲
法
起
草
者
の
意
に
沿
う
も
の
と
評
価
で
き
る）（（
（

。

さ
ら
に
、
反
対
尋
問
の
機
会
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
公
判
廷
に
お
け
る
反
対
尋
問
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
ま
で
は
、
い
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
証
人
の
前
の
公
判
証
言
の
伝
聞
例
外
該
当
性
が
争
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
証
人
が

死
亡
し
て
い
る
場
合
や
所
在
不
明
の
場
合
に
は
、
従
来
は
当
然
に
証
言
利
用
不
能
が
認
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー

ド
の
判
断
が
出
た
以
上
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
も
修
正
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
、
被
告
人
側
の
予
備
審
問
段
階
、

証
拠
保
全
手
続
段
階
に
反
対
尋
問
の
機
会
が
存
す
る
場
合
は
あ
る
。証
人
の
前
の
公
判
証
言
の
伝
聞
例
外
該
当
性
が
争
わ
れ
る
場
面
で
は
、

以
前
は
当
然
に
証
言
利
用
不
能
が
認
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
マ
ト
ッ
ク
ス
事
件）（（
（

で
は
公
判
で
の
反
対
尋
問
が
、
グ
リ
ー
ン
事
件）（（
（

で

は
予
備
審
問
時
の
反
対
尋
問
の
機
会
が
存
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
予
備
審
問
で
の
反
対
尋
問
や
、
証
拠
保
全
手
続
段
階
で
の

反
対
尋
問
は
、
公
判
廷
で
陪
審
・
裁
判
官
の
面
前
で
行
わ
れ
る
反
対
尋
問
に
比
し
、
あ
ま
り
に
反
証
を
尽
く
す
手
続
と
し
て
充
分
で
な
い

印
象
を
否
め
な
い）（（
（

。
ま
た
、
今
後
の
最
高
裁
が
グ
リ
ー
ン
事
件
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
供
述
証
拠
を
、
現
実
に
、
伝
聞
例
外
と
し
て
積
極
的

に
許
容
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
た
供
述
か
否
か
の

要
件
に
幅
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
に
比
し
、
反
対
尋
問
の
機
会
の
要
件
に
お
い
て
柔
軟
さ
を
持
た
せ
る
と
の
意
図
は
、
最
高
裁
に
は
そ
れ

ほ
ど
な
い
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
く
ま
で
、
従
来
の
判
例
と
の
整
合
性
に
言
及
す
る
意
図
で
、
マ
ト
ッ
ク
ス
や
グ
リ
ー
ン
に
言

及
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

6　

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
以
降
の
判
例
の
動
向

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
以
降
の
重
要
判
例
と
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
対
ワ
シ
ン
ト
ン）（（
（

、
メ
レ
ン
デ
ス
─デ
ィ
ア
ス
対
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ）（（
（

、
ブ

ル
カ
ミ
ン
グ
対
メ
キ
シ
コ）（（
（

、
そ
し
て
、
ミ
シ
ガ
ン
対
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト）（（
（

、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
イ
リ
ノ
イ
ズ）（（
（

等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ

ろ
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
新
基
準
は
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
近
親
者
間
の
暴
力
・
傷
害
事
件
で
あ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ス
で
は
、

被
害
女
性
の
九
一
一
緊
急
通
報
中
の
供
述
録
音
記
録
が
、
伝
聞
例
外
と
し
て
許
容
さ
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た）（（
（

。
法
廷
意
見
は
、
そ
の
よ

う
な
供
述
は
、
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
っ
て
、
被
害
女
性
の
証
言
不
能
が
立
証
さ
れ
、
そ

の
供
述
に
特
信
情
況
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
証
拠
能
力
を
認
め
う
る
と
判
断
し
た
。
一
般
的
に
、
法
執
行
機
関
に
対
す
る
緊
急
通
報
に
お
け

る
通
報
者
の
供
述
が
、
お
よ
そ
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
な
る
か
は
、
通
報
者
の
通
報
事
項
、
通
報
者
の
意

図
、
通
報
を
受
け
て
質
問
や
事
情
の
確
認
を
し
た
法
執
行
官
あ
る
い
は
通
報
受
付
部
署
の
係
官
の
質
問
内
容
・
質
問
意
図
等
に
鑑
み
て
、

事
件
ご
と
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
緊
急
通
報
時
の
被
害
者
・
通
報
受
付
機
関
の
間
で
な
さ
れ
る
供
述
の
う
ち
、
被
害
者
の
供
述
内
容

に
よ
っ
て
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
（testim

onial statem
ents

）
で
あ
る
こ
と
も
充
分
に
あ
り
う
る
と
み
る

の
が
正
し
い
か
と
思
う）（（
（

。
た
だ
、
具
体
的
に
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
は
、
近
親
者
間
暴
力
（dom

estic violence

）
の
被
害
者
が
緊
急
通
報

を
な
し
、
そ
の
緊
急
通
報
を
受
け
た
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
対
す
る
被
害
者
の
供
述
（
録
音
記
録
）
が
、
伝
聞
例
外
と
し
て
証
拠
能
力
を
認
め

う
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。「
何
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
。」「
今
、
あ
な
た
は
ど
こ
に
い
ま
す
か
。」「
加
害
者
の
名
前
は
？
」
等
の
質
問
に

対
し
て
、「
加
害
者
（
被
告
人
）
よ
り
暴
力
を
受
け
て
い
ま
す
。」、「
自
宅
に
い
ま
す
。」「
○
○
で
す
。」
と
被
害
者
が
応
答
し
た
供
述
は
、
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自
己
の
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
法
執
行
官
の
到
着
、
救
助
を
求
め
る
供
述
で
あ
る
か
ら
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と

を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
（testim

onial statem
ents

）
に
は
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
。testim

onial

な
供
述
で
な
け
れ
ば
、
被
告
人
の
反

対
尋
問
の
機
会
は
要
件
と
な
ら
な
い
た
め
、
伝
統
的
な
伝
聞
例
外
に
該
当
す
る
か
、
特
信
情
況
の
存
在
が
立
証
さ
れ
る
か
す
れ
ば
、
そ
の

供
述
は
証
拠
能
力
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
は
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
の
法
廷
外
供
述
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
ク

ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
に
お
い
て
供
述
を
記
録
さ
れ
た
被
告
人
の
妻
は
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
の
被
害

者
が
、
緊
急
状
態
を
脱
し
た
後
に
警
察
署
で
供
述
し
、
そ
の
供
述
の
伝
聞
例
外
該
当
性
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
結
論
は
異
な
っ
て
く

る
可
能
性
が
あ
る
。

メ
レ
ン
デ
ス
・
デ
ィ
ア
ス
事
件
で
は
、
被
告
人
か
ら
押
収
し
た
薬
物
の
化
学
分
析
、
つ
ま
り
、
州
の
研
究
所
で
の
嘱
託
鑑
定
結
果
に
関

し
て
、
鑑
定
を
行
っ
た
者
が
法
廷
に
出
廷
し
真
性
立
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
真
性
立
証
を
欠
く
鑑
定
結
果
に
は
証
拠
能
力
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
鑑
定
証
拠
で
あ
っ
て
も
第
六
修
正
の
対
決
権
の
要
請
に
従
う
必
要
が
あ
る
旨
判
示
さ
れ

た
）
（（
（

。
さ
ら
に
、
ブ
ル
カ
ミ
ン
グ
事
件
に
お
い
て
は
、
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
検
査
報
告
書
の
検
査
者
が
出
廷
し
、
被
告
人
の
血
液
の
検
査
過
程

の
適
正
さ
を
証
言
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
検
査
結
果
に
証
拠
能
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た）（（
（

。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
そ
の
よ
う

な
報
告
書
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
期
し
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
検
査
者
の
出
廷
は
、
そ
の
よ
う
な
書
面
に
証
拠
能
力
を
認

め
る
た
め
の
要
件
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
や
は
り
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
規
律
を
受
け
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一

般
証
人
の
供
述
と
異
な
り
、
専
門
家
証
人
の
供
述
・
証
言
に
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
規
律
が
及
ば
な
く
て
も
よ
い
と
み
る
発
想
は
、
あ
な
が

ち
、
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
。
捜
査
機
関
か
ら
一
定
の
独
立
性
を
保
ち
、
鑑
定
結
果
に
つ
い
て
中
立
性
の
確
保
さ
れ
た
研
究
所
は
少
な

く
な
い
。ま
た
、大
量
の
鑑
定
件
数
を
引
き
受
け
る
研
究
所
で
あ
り
、鑑
定
を
嘱
託
し
た
捜
査
機
関
よ
り
遠
隔
地
に
あ
る
研
究
所
で
あ
れ
ば
、
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法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

鑑
定
実
施
者
の
出
廷
は
研
究
所
の
鑑
定
処
理
業
務
の
効
率
を
そ
ぐ
一
面
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー

ド
の
基
準
適
用
の
例
外
を
認
め
な
か
っ
た
連
邦
最
高
裁
の
真
意
を
こ
そ
推
し
量
る
必
要
が
あ
る
。

だ
が
、ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事
件
で
は
、強
姦
の
被
害
者
が
被
害
を
捜
査
機
関
に
届
け
出
た
際
、被
害
者
の
陰
部
か
ら
犯
人
の
体
液
を
採
取
し
、

そ
の
体
液
に
合
致
す
る
過
去
の
性
犯
罪
者
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
の
照
合
を
外
部
の
研
究
所
に
嘱
託
し
、
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
と
一
致
し

た
被
告
人
を
警
察
署
に
呼
ん
で
、
被
害
者
に
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
を
犯
人
と
認
め
た
事
例
で
あ
る
。
検
察

側
が
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
照
合
結
果
を
被
告
人
の
有
罪
を
立
証
す
る
実
質
証
拠
と
し
て
は
証
拠
請
求
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
本
件
の
鑑
定
受
託
者

は
出
廷
し
証
言
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
最
高
裁
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
鑑
定
受
託
者
の
出
廷
お
よ
び
真
性
立
証
の
証
言
は
必
要
で
な

い
と
し
、
ゆ
え
に
、
第
六
修
正
の
対
決
権
侵
害
は
な
い
と
判
断
し
た
。

お
そ
ら
く
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
結
果
が
被
告
人
の
有
罪
を
基
礎
づ
け
る
主
要
な
証
拠
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
鑑
定
結
果
が
、
法
廷
証
拠
と
な

る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
（
証
拠
）
で
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
メ
レ
ン
デ
ス
・
デ
ィ
ア
ス
事
件

と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事
件
は
、
そ
の
点
で
、
ま
ず
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
犯
人
を
割
り
出
す
捜
査
活
動
の
一
部
と
し
て
鑑
定
が
用
い
ら

れ
、
そ
の
証
拠
が
公
判
で
は
証
拠
請
求
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
関
す
る
判
断
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
る）（（
（

。
ち
な
み
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事

件
は
陪
審
審
理
で
は
な
く
、
裁
判
官
審
理
に
よ
る
裁
判
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事
件
で
は
、
鑑
定
結
果
が
被
告
人
の
有
罪
を
基
礎
づ

け
る
主
要
な
証
拠
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鑑
定
結
果
が
要
証
事
実
を
直
接
証
明
す
る
場
合
で
あ
り
、
検
察
側
に
と
っ
て
立
証
の
重

要
部
分
を
占
め
る
場
合
の
事
例
を
規
律
す
る
判
決
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

思
う
に
、
一
般
証
人
に
対
す
る
対
決
権
の
保
障
と
、
主
に
捜
査
段
階
の
鑑
定
受
託
者
で
あ
る
証
人
に
対
す
る
対
決
権
の
保
障
と
は
、
被

告
人
に
と
っ
て
、
自
己
に
不
利
な
証
拠
を
争
う
権
利
と
し
て
共
通
す
る
が
、
一
般
証
人
の
記
憶
の
不
安
定
性
を
解
消
す
る
た
め
に
反
対
尋



一
九
二

問
を
す
る
必
要
性
と
、
鑑
定
特
有
の
バ
イ
ア
ス
の
不
存
在
の
確
認
を
目
的
と
す
る
反
対
尋
問
の
必
要
性
と
で
は
、
別
々
の
議
論
や
権
利
保

障
の
在
り
方
が
模
索
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か）（（
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
が
対
決
権
条
項
の
保
障
範
囲
を
画
す
る

先
例
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
は
鑑
定
証
拠
自
体
の
関
連
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
鑑
定
実
施
者
が
出
廷
し
、
鑑
定
過
程
の
中
立
性
を
証
言
す
る
こ
と
は
、
目
撃
証
人
等
の
犯
罪
事
実
の
体
験
者
が
反
対
尋
問
を

受
け
て
、
記
憶
の
誤
り
等
を
正
す
こ
と
と
手
続
目
的
や
構
造
が
類
似
す
る
が
、
鑑
定
証
拠
の
信
頼
性
の
担
保
手
段
と
、
一
般
証
人
の
供
述

証
拠
の
信
頼
性
の
担
保
手
段
と
は
、
そ
れ
ら
証
拠
の
性
格
の
差
異
に
鑑
み
れ
ば
、
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
も
み
え

る
。
し
か
し
、
証
拠
の
信
頼
性
の
範
囲
を
超
え
て
、
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
、
す
な
わ
ち
、
対
決
権
の
保
障
範
囲
の
問
題
と
し
て
は
、

証
人
記
憶
の
不
正
確
さ
を
正
す
た
め
の
反
対
尋
問
の
機
会
で
は
な
い
も
の
の
、
鑑
定
証
拠
の
中
立
性
の
確
保
、
鑑
定
者
に
よ
る
偏
頗
の
不

存
在
の
確
認
を
目
的
と
し
た
反
証
の
機
会
の
保
障
と
し
て
、
や
は
り
、
同
様
の
配
慮
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
、
付
加
的
に
、
米

国
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
る
有
罪
事
件
が
再
審
に
よ
り
無
罪
と
な
る
事
例
が
少
な
く
な
い
事
情
を
も
、
最
高
裁
は
考
慮
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か）（（
（

。

鑑
定
証
拠
そ
の
も
の
の
証
拠
能
力
の
問
題
と
は
別
に
、
鑑
定
実
施
者
が
出
廷
、
証
言
す
る
こ
と
に
は
、
当
該
鑑
定
の
手
法
の
中
立
・
公

正
さ
を
担
保
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
通
常
、鑑
定
結
果
、鑑
定
報
告
書
の
記
載
内
容
に
は
、鑑
定
実
施
の
背
景
や
鑑
定
条
件
、

サ
ン
プ
ル
の
保
管
状
態
、
用
い
た
鑑
定
理
論
、
実
験
方
法
も
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
鑑
定
は
検
証
と
異
な
り
、

単
な
る
機
械
的
記
録
以
上
の
要
素
を
帯
び
て
い
る
。
犯
罪
現
場
あ
る
い
は
被
害
者
の
体
内
に
遺
留
し
た
第
三
者
の
生
体
組
織
の
サ
ン
プ
ル

（
証
拠
）
と
被
告
人
の
身
体
か
ら
採
取
し
た
生
体
情
報
と
の
合
致
が
、
犯
人
と
被
告
人
の
同
一
性
を
高
度
に
推
認
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の

鑑
定
結
果
は
充
分
にtestim

onial

（
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
鑑
定
者
が
知
っ
て
作
成
す
る
鑑
定
報
告
書
）
な
性
格
を
有
す
る
証
拠
と
い
う
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な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

あ
と
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
事
件
は
、
鑑
定
者
の
証
言
の
事
例
で
は
な
く
、
被
弾
し
た
被
害
者
が
警
察
官
に
対
し
て
犯
行
現
場
で
な
し
た
供

述
に
つ
き
、
被
害
者
が
救
急
搬
送
先
の
病
院
で
間
も
な
く
死
亡
し
た
場
合
に
、
伝
聞
例
外
と
な
し
う
る
か
、
ま
た
、
そ
の
供
述
は
法
廷
証

拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
最
高
裁
は
、
緊
急
時
（ongoing em

ergency

）
と
い
う
供
述
環
境

を
重
視
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
と
同
様
の
処
理
を
な
し
た）（（
（

。
同
事
件
で
は
、
犯
人
は
銃
を
所
持
し
、
被
害
者
は
犯
行
現
場
よ
り
自
力
で

脱
出
し
、
そ
こ
か
ら
わ
ず
か
に
離
れ
た
ガ
ソ
リ
ン
給
油
所
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
ロ
ッ
ト
に
避
難
し
、
重
体
の
傷
害
を
負
っ
て
動
け
ず
に
い
た
。

そ
こ
を
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の
警
官
が
通
り
か
か
り
、
被
害
者
を
発
見
し
質
問
を
開
始
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
緊
急
情
況
が
継
続
し
て
い
る
か

否
か
は
、
加
害
者
の
所
持
す
る
凶
器
の
性
質
、
危
険
状
態
の
物
理
的
な
解
消
の
程
度
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
法

執
行
官
の
質
問
の
第
一
の
目
的
（prim

ary purpose

）
が
、
被
害
者
の
安
全
の
確
保
で
あ
っ
た
か
、
供
述
証
拠
の
採
取
で
あ
っ
た
か
に
照

ら
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
質
問
の
捜
査
と
し
て
の
正
式
性
（form

ality

）
の
程
度
に
よ
り
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
す
供
述

か
否
か
を
判
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
事
件
で
の
被
害
者
の
供
述
は
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
で
の
被
告
人
の
妻
の

供
述
や
ハ
モ
ン
事
件
（H
am

m
on v. Indiana, 126 S.Ct. 2266

（2006

））
で
の
被
害
者
の
供
述
と
は
異
な
る
と
判
断
さ
れ
た）（（
（

。

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
以
降
の
各
判
例
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
鑑
定
人
証
言
の
場
合
も
最
高
裁
は
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
基
準
の
例
外

を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
と
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
事
件
か
ら
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を

知
ら
ず
に
な
さ
れ
る
供
述
（non-testim

onial statem
ents

）
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
、
ど
う
や
ら
、
あ
る
供
述
証
拠
（
伝
聞
証
拠
）
を
許
容

す
る
や
む
を
え
な
い
必
要
性
の
あ
る
と
き
の
救
済
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
気
付
か
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
仕
組

み
が
合
理
的
な
範
囲
内
で
作
用
す
る
と
き
は
妥
当
な
結
果
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
手
法
は
、
訴
追
側
や
捜
査
機
関
に
濫
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
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る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

7　

対
決
権
の
実
質
的
機
能

対
決
権
の
保
障
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
伝
聞
例
外
と
な
る
供
述
の
種
類
の
分
類
が
や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド

事
件
が
示
し
た
「
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
（testim

onial

）
か
否
か
」
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
は
、
一
定
程
度
の

明
確
性
は
認
め
う
る
が
、
そ
の
基
準
の
具
体
的
運
用
に
つ
い
て
は
課
題
を
残
す
も
の
と
の
意
見
が
多
い）（（
（

。
特
に
、
犯
罪
遂
行
時
の
共
犯
者

の
共
謀
に
関
す
る
供
述
、
家
庭
内
暴
力
・
児
童
虐
待
事
件
に
お
け
る
被
害
者
供
述
に
つ
い
て
は
、
法
執
行
機
関
が
、
本
来
はtestim

onial

な
供
述
を
作
為
的
にnon-testim

onial
な
形
で
採
取
す
る
可
能
性
が
あ
る）（（
（

。
捜
査
の
端
緒
の
段
階
や
、
司
法
警
察
活
動
が
可
能
な
時
点

よ
り
前
の
行
政
警
察
活
動
の
段
階
に
お
い
て
も
、
被
告
人
に
と
っ
て
訴
訟
の
勝
敗
を
分
け
る
よ
う
な
決
定
的
な
証
拠
が
警
察
機
関
に
わ
た

る
こ
と
は
充
分
予
想
で
き
る）（（
（

。

前
の
不
一
致
供
述
を
伝
聞
例
外
と
す
る
場
合
、
反
対
尋
問
の
機
会
の
あ
っ
た
公
判
記
録
を
伝
聞
例
外
と
す
る
場
合
、
予
備
審
問
に
お
け

る
調
書
を
伝
聞
例
外
と
す
る
場
合
、
各
々
の
場
面
で
、
被
告
人
が
制
限
を
受
け
る
権
利
の
制
約
様
相
は
そ
れ
ぞ
れ
微
細
に
ず
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
対
決
権
侵
害
の
予
防
措
置
は
、
供
述
の
性
格
ご
と
に
や
は
り
変
化
す
る
の
が
自
然
か
と
思
う
。

ま
た
、「
対
決
（confront

）」
と
い
う
用
語
の
起
源
が
確
か
で
な
い
こ
と
は
と
も
か
く）（（
（

、
対
決
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
被
告
人
は
何

を
得
る
の
か
を
、
真
剣
に
探
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
得
る
も
の
は
、
少
な
く
と
も
、「
事
実
認
定
の
正
確
性
」
の
み
で
は
な

い
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
公
判
廷
で
、
事
実
認
定
者
た
る
陪
審
の
面
前
で
、
自
己
に
不
利
な
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法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

証
拠
、
証
言
に
対
し
て
、
現
実
に
、
反
証
し
、
自
己
の
言
い
分
を
顕
示
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い）（（
（

。
現
実
に
、
不
利
な
証
拠
に
効
果
的

に
反
駁
（challenge

）
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
初
め
て
、
当
事
者
論
争
主
義
裁
判
の
訴
訟
当
事
者
と
し
て
の
権
利
・
立
場
を
認
め
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
法
廷
意
見
が
判
例
変
更
を
行
う
に
際
し
て
援
用
し
た
中
心
根
拠
は
、
対
決
権
の
制
定
に
至
っ
た
歴
史
の
経
緯
と
、

憲
法
起
草
者
の
意
図
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
（
項
目
四
で
要
約
し
た
法
廷
意
見
で
は
記
述
を
省
略
し
て
い
る
部
分
）。

第
六
修
正
の
文
言
を
適
切
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
を
回
顧
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

「
被
告
人
に
不
利
な
証
人
」
と
は
、
元
来
、
公
判
廷
で
実
際
に
証
言
を
な
す
者
を
さ
し
て
い
た
（W

oodside v. State, 3 M
iss. 655, 

664

─665 （183（

））。
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
定
義
で
も
、公
判
廷
で
供
述
す
る
者
と
な
っ
て
い
る
（3 J. W

igm
ore, Evidence§

139（, p. 104

（2d 

ed. 1923

））。

「
自
己
に
不
利
な
証
人
と
対
決
す
る
権
利
」
と
い
う
概
念
の
起
源
は
ロ
ー
マ
時
代
に
遡
る
（H

errm
ann &

 Speer, Facing the 

A
ccuser: A

ncient and M
edieval Precursors of the Confrontation Clause, 34 V

a. J. Int’l L. 481

（1994

））。
コ
モ
ン･

ロ
ー
の
伝

統
は
対
決
を
認
め
る
意
味
を
、
人
証
に
対
す
る
ア
ド
ヴ
ァ
サ
リ
ア
ル
な
テ
ス
ト
と
見
て
い
る
の
に
対
し
、
シ
ヴ
ィ
ル
・
ロ
ー
の
法
文

化
圏
は
、
職
権
的
な
事
実
認
定
者
の
直
接
主
義
に
求
め
て
い
る
（3 W

. Blackstone, Com
m

entaries on the Law
s of the England 

3（3

─3（4

（1（68

））。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
大
陸
法
の
実
務
を
導
入
し
、
治
安
判
事
等
が
、
被
疑

者
及
び
証
人
を
予
備
審
問
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
実
務
が
結
果
と
し
て
、「
対
決
」
の
効
果
を
生
じ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
（1 J. 

Stephen, H
istory of the Crim

inal Law
 of England 326

（1883

））。
た
だ
、そ
の
よ
う
な
予
備
審
問
が
実
現
し
な
い
場
合
も
あ
っ
た
（9 
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W
. H

oldsw
orth, H

istory of English Law
 216

─21（, 228

（3d ed. 1944

））。

メ
ア
リ
Ⅰ
世
の
時
代
（
一
六
世
紀
）
に
成
立
し
た
二
つ
の
制
定
法
に
よ
っ
て
、
予
備
審
問
が
義
務
的
と
な
り
、
治
安
判
事
は
重
罪

の
被
疑
者
及
び
証
人
を
審
問
し
、そ
の
結
果
を
裁
判
所
に
文
書
で
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
審
問
の
元
来
の
目
的
が
、

公
判
で
用
い
る
証
拠
の
収
集
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
（J. Langbein, Prosecuting Crim

e in the Renassance 21

─34

（19（4

））。

だ
が
、
そ
の
審
問
の
元
の
目
的
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
大
陸
法
上
の
手
続
を
導
入
し
た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
審
問
の
成
果
が
、

幾
つ
か
の
刑
事
裁
判
で
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（M

. H
ale, Pleas of the Crow

n 284

（1（36

）, 

4 H
oldsw

orth, supra, 528
─530

））。
そ
の
よ
う
な
実
務
か
ら
生
じ
た
、
最
も
悪
名
高
い
事
例
が
、
一
七
世
紀
に
大
逆
罪
で
死
刑
と
な
っ

た
ウ
ォ
ル
タ
ー･

ロ
ー
リ
ー
卿
の
裁
判
で
あ
る
。「
コ
モ
ン･

ロ
ー
は
、
陪
審
が
証
人
の
生
き
た
言
葉
か
ら
心
証
を
形
成
し
事
実
認

定
を
な
す
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
コ
ー
バ
ム
卿
を
召
喚
し
証
言
さ
せ
よ
。
告
発
者
を
私
の
眼
前
に
！
」
と
ロ
ー
リ
ー
卿
は
裁
判
官
に

申
し
立
て
た
と
い
う
（2 H

ow
. St. T

r. 15
─16 （1603

））。

ウ
ォ
ル
タ
ー･

ロ
ー
リ
ー
卿
の
事
件
以
後
、
制
定
法
及
び
司
法
制
度
の
改
正
を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
対
決
権
を
制
定
し
た
。
時

を
お
か
ず
に
、
証
言
利
用
不
能
の
要
件
を
裁
判
所
が
厳
格
に
解
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。（2 H

ale, supra, at 284; 1 Stephen, supra, 

at 358.

）
ま
た
、
被
疑
者
が
被
疑
者
以
外
の
者
を
誣
告
せ
ん
と
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
被
疑
者
の
自
白
を
、
そ
の
誣
告
の
対
象
と
な
っ

た
者
の
犯
罪
を
立
証
す
る
「
供
述
」
と
し
て
許
容
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（2 W

. H
aw

kins, Pleas of the 

Crow
n c. 46,§

3 pp. 603

─604 （T
. Leach 6th ed. 1（8（

）; H
ale, supra, at 585, n.; 1 G. Gilbert, Evidence 216

（C. Lofft ed. 1（91

））。

証
言
利
用
不
能
に
か
か
る
証
人
の
、
予
備
審
問
に
お
け
る
供
述
に
証
拠
能
力
を
付
与
す
る
要
件
が
、
被
告
人
の
反
対
尋
問
を
行

う
機
会
の
存
在
な
の
か
否
か
、
こ
の
点
に
つ
き
、
一
六
九
六
年
、the Court of K

ing’s Bench 

は
積
極
に
解
し
て
い
る
（K

ing v. 
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廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

Paine, 8（ Eng. Rep. 584

）。
し
か
し
、
議
会
で
の
ア
テ
イ
ン
ダ
手
続
に
関
し
て
は
、
コ
モ
ン･

ロ
ー
の
ル
ー
ル
の
適
用
が
な
い
と
さ

れ
た
ジ
ョ
ン
・
フ
ェ
ン
ウ
ィ
ッ
ク
事
件
も
存
在
す
る
（13 H

ow
. St. T

r. 53（, 591

─592

（H
.C. 1696

））。

事
前
の
反
対
尋
問
の
機
会
の
保
障
が
、
予
備
審
問
に
お
け
る
供
述
を
許
容
す
る
要
件
と
な
り
、
そ
れ
は
コ
モ
ン･

ロ
ー
上
の
要
請

で
あ
る
と
い
う
ル
ー
ル
を
確
立
し
た
の
が
、
ペ
イ
ン
事
件
で
あ
っ
た
が
、
メ
ア
リ
Ⅰ
世
時
代
の
法
律
は
、
そ
の
類
の
供
述
が
許
容
さ

れ
る
情
況
を
明
示
し
て
は
い
な
い
。

一
八
世
紀
初
頭
、
前
記
英
国
の
予
備
審
問
と
は
反
対
の
実
務
が
、
東
部
一
三
州
で
は
用
い
ら
れ
て
い
た
。
独
立
戦
争
の
一
〇
年
前
、

adm
iralty court 

の
手
続
は
、
コ
モ
ン･

ロ
ー
よ
り
も
む
し
ろ
大
陸
法
の
理
念
に
添
う
も
の
で
、
供
述
録
取
書
を
証
拠
と
す
る
実

務
が
常
態
化
し
て
い
た
（Pollitt, T

he Right of Confrontation: Its H
istory and M

odern D
ress, 8 J. Pub. L. 381, 396

─39（

（1959

））。

独
立
戦
争
前
後
の
各
州
（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
ペ
ン
ス
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
メ
ア
リ
ラ
ン
ド
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
）
の
権
利
章
典
の
多
く
は
、
対
決
権
条
項
を
規
定
し
て
い
る
（1 B. Schw

artz, T
he Bill of 

Rights: A
 D

ocum
entary H

istory 235, 265, 2（8, 282, 28（, 323, 342, 3（（

（19（1

））。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
憲
法
の
草
案
に
は
、
未
だ

対
決
権
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
対
決
権
を
連
邦
憲
法
に
明
記
し
な
い
場
合
に
は
、
公
判
の
事
実
認
定
手
続
は
職
権
主
義
的
な

も
の
と
化
し
、
当
事
者
論
争
主
義
に
基
づ
く
刑
事
裁
判
の
実
現
が
覚
束
な
く
な
る
と
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
対
決
権
条

項
が
第
六
修
正
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
事
実
認
定
者
の
面
前
で
、自
己
に
不
利
な
証
人
に
対
し
反
対
尋
問
を
な
す
こ
と
は
、

被
告
人
に
と
っ
て
不
可
欠
の
権
利
で
あ
る
。

第
六
修
正
制
定
の
三
年
後
の
裁
判
で
あ
るState v. W

ebb, 2 N
.C. 103

（1（94

） 

は
、
供
述
録
取
書
に
関
し
、
何
人
も
反
対
尋
問

の
機
会
を
欠
く
供
述
証
拠
に
よ
り
自
己
に
不
利
な
事
実
認
定
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
と
判
示
し
、
そ
れ
は
コ
モ
ン･

ロ
ー
上
の
ル
ー



一
九
八

ル
で
あ
る
旨
を
確
認
し
た
。
同
様
に
、
被
告
人
不
在
の
場
で
作
成
さ
れ
た
供
述
録
取
書
に
証
拠
能
力
を
付
与
し
な
か
っ
た
サ
ウ
ス
・

カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
判
断
に
、State v. Cam

pbell, 1 S.C. 124

（1844

） 

が
あ
る
。
当
時
の
各
州
の
判
断
に
は
同
様
の
も
の
が
多
く
、

中
に
は
、
被
告
人
に
事
前
の
反
対
尋
問
の
機
会
が
存
在
し
て
も
、
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
前
の
法
廷
外
供
述
に
許
容
性
を

認
め
な
い
判
断
も
あ
っ
た
（Finn v. Com

m
onw

ealth, 26 V
a. （01, （08

（182（

））。
た
だ
、
州
裁
判
所
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
こ
ま
で
厳

格
な
見
解
を
否
定
し
、
フ
ィ
ン
事
件
で
な
さ
れ
た
判
断
ほ
ど
極
端
な
立
場
を
採
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
の
論
文
は
そ
の
当

時
の
ル
ー
ル
を
確
認
し
て
い
る
（1 J. Bishop, Crim

inal Procedure§
1093, p. 689 （2d ed. 18（2

））。

（
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
法
廷
意
見
よ
り
）

こ
の
法
廷
意
見
の
記
述
か
ら
し
て
も
、
歴
史
を
回
顧
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
史
実
そ
の
も
の
は
法
源
で
は
な
い
と
し

て
も
、
法
制
度
の
狙
い
、
立
法
根
拠
、
先
例
の
判
断
の
根
拠
を
理
解
し
、
今
後
の
法
基
準
の
模
索
に
歴
史
の
理
解
は
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ

る
）
（（
（

。
も
っ
と
も
、
憲
法
起
草
者
が
、
対
決
権
条
項
を
制
定
し
た
際
に
、
治
安
判
事
に
よ
る
予
備
審
問
で
の
供
述
録
取
書
をtestim

onial

な
供
述
の
典
型
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
調
書
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
と
の
、
有

力
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
ズ
ム
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
容
認
で
き
な
い
と
の
批
判
も
展
開

さ
れ
て
い
る
。
制
度
発
生
当
時
の
基
準
が
現
代
の
状
況
や
背
景
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
み
る
こ
と
は
明
ら
か
に
不
適
切
な
理

解
で
あ
る
が
、
制
度
発
生
当
時
の
基
準
や
社
会
背
景
を
知
っ
て
、
は
じ
め
て
、
現
代
の
社
会
状
況
に
合
致
し
た
基
準
を
模
索
で
き
る
と
い

う
主
張
に
も
一
理
あ
る
と
い
え
よ
う
。
対
決
（confront

）
の
文
言
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
第
六
修
正
の
文
言
に
導
入
さ
れ
た
か
に
つ
い

て
、
残
念
な
が
ら
明
確
な
出
典
や
資
料
を
特
定
で
き
な
か
っ
た）（（
（

。



一
九
九

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

近
時
の
学
術
論
文
の
中
に
は
、
先
述
の
如
く
、
歴
史
に
依
拠
す
る
ほ
ど
に
は
歴
史
資
料
が
実
際
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
も
の

も
み
ら
れ
る
が）（（
（

、
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
を
、
訴
訟
法
上
の
権
利
に
止
ま
ら
せ
な
い
た
め
の
工
夫
で
あ
る
と
し
た
ら
、
歴
史
を
根
拠
と

す
る
こ
と
に
筆
者
は
賛
意
を
表
明
す
る
こ
と
を
辞
さ
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。

事
実
認
定
の
正
確
性
の
担
保
を
超
え
た
憲
法
上
の
要
請
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
初
期
の
合
衆
国
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
も
軽
視

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う）（（
（

。
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
な
さ
れ
た
供
述
（non-testim

onial 

statem
ents

）
に
つ
い
て
依
然
ロ
バ
ー
ツ
の
判
断
枠
組
み
を
維
持
し
、特
信
情
況
の
存
在
で
充
分
と
し
た
こ
と
は
、一
つ
の
妥
協
策
で
あ
り
、

そ
のnon-testim

onial statem
ents

の
範
囲
を
必
要
以
上
に
広
く
解
釈
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
判
例
変
更
を
し
た
意
味
は
か
な
り

減
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
判
旨
を
素
直
に
読
む
限
り
、
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
を
尊
重
す
る
最
高
裁

の
意
向
は
相
応
に
評
価
す
べ
き
も
の
と
筆
者
は
信
じ
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
鑑
定
書
等
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
に
反
対
尋
問
が
証
拠
採
用

の
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

8　

機
械
的
記
録
と
鑑
定
証
拠

単
な
る
機
械
的
記
録
と
し
て
の
性
格
が
強
い
証
拠
に
関
し
て
は
、
結
局
、
そ
の
記
録
の
作
成
者
は
自
己
の
記
憶
で
は
な
く
、
記
録
の
記

載
事
項
を
見
て
法
廷
証
言
を
な
す
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
わ
が
国
で
も
刑
訴
法
三
二
三
条
参
照
）。
ま
た
、
誰
が
行
っ
て
も
、

結
果
に
差
異
を
生
じ
に
く
い
簡
易
分
析
結
果
、
例
え
ば
、
科
学
専
門
家
で
な
い
警
察
官
が
行
う
簡
易
薬
物
検
査
キ
ッ
ト
に
よ
る
薬
物
検
査

等
に
お
い
て
は
、
専
門
家
で
あ
る
鑑
定
人
や
鑑
定
受
託
者
の
行
う
鑑
定
で
生
じ
る
問
題
点
は
少
な
い
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
誤
解
を
恐
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れ
ず
に
い
え
ば
、
検
証
や
実
況
見
分
調
書
中
の
現
場
指
示
に
近
い
性
格
を
持
つ
証
拠
類
型
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
伝
聞
例
外
の
う
ち
機
械
的
記
録
の
性
格
を
も
つ
書
面
や
供
述
が
、
物
証
に
近
い
性
格
を
有
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
供
述
証
拠
と
非
供
述
証
拠
と
の
境
界
が
、
伝
聞
法
則
の
適
用
範
囲
の
画
定
と
い
う
点
で
は
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
一
方
、
被
告
人
の
充
分
な
防
御
と
い
う
側
面
か
ら
は
、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
の
防
御
を
不
当
に
害
さ
な
い
と
の
条
件
を
充
た
せ
ば
、

そ
こ
に
一
定
程
度
曖
昧
さ
を
残
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
、
メ
モ
の
理
論
に
由
来
す
る
業
務
記

録
等
の
伝
聞
例
外
が
、
人
の
記
憶
シ
ス
テ
ム
を
介
す
る
供
述
証
拠
一
般
の
性
格
が
薄
く
、
非
供
述
証
拠
に
近
似
し
た
性
格
を
有
し
て
い
る

こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
で
は
、
機
械
的
記
録
の
性
格
を
持
つ
証
拠
は
、
伝
聞
例
外
該
当
性
の
要
件
を
充
た
せ
ば
、
お
よ
そ
、
物
証
、
非
供

述
証
拠
と
同
等
に
扱
っ
て
構
わ
な
い
と
ま
で
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
「
否
」
で
あ
ろ
う
。
非
供
述
証
拠
や
、
供
述
証
拠
の
性
格

の
薄
い
記
録
で
あ
っ
て
も
、
証
拠
を
発
生
さ
せ
た
者
の
意
図
、
証
拠
採
集
者
の
意
図
、
法
廷
へ
の
証
拠
提
出
者
の
意
図
の
影
響
を
強
く
受

け
る
も
の
に
対
し
て
は
、
供
述
証
拠
の
不
確
か
さ
を
補
完
す
る
伝
聞
法
則
の
役
割
と
は
少
し
発
想
基
点
の
異
な
る
安
全
装
置
、
す
な
わ
ち
、

「
証
拠
の
存
在
形
態
及
び
記
録
過
程
の
性
質
は
非
供
述
証
拠
的
で
あ
る
が
、
そ
の
証
拠
の
採
集
者
の
意
図
が
極
め
て
被
告
人
を
告
発
す
る

性
格
を
持
つ
ゆ
え
に
、
全
体
と
し
てtestim

onial

な
供
述
証
拠
に
近
い
性
格
に
満
ち
た
証
拠
」
と
い
う
証
拠
類
型
へ
の
対
応
を
、
供
述

証
拠
・
非
供
述
証
拠
の
別
を
超
え
て
考
案
し
た
り
、
被
告
人
の
充
分
な
反
証
の
機
会
を
保
障
す
る
手
続
の
視
点
で
再
構
築
し
た
り
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
以
後
の
判
例
が
、
奇
し
く
も
、
科
学
的
証
拠
に
関
す
る
対
決
権
保
障
の
あ
り
方
を
検
討
さ

せ
る
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
、
筆
者
は
、
さ
ら
に
検
討
を
深
め
る
べ
き
課
題
を
受
け
取
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
供
述
証
拠
に
供
述
発
生

原
因
・
供
述
採
取
経
緯
が
あ
る
よ
う
に
、
非
供
述
証
拠
に
も
発
生
原
因
・
採
集
経
緯
が
あ
り
、
ど
う
や
ら
、
後
者
の
原
因
・
経
緯
は
物
証
、

あ
る
い
は
、
物
証
に
近
い
性
格
を
持
つ
供
述
証
拠
に
「
一
種
の
供
述
性
」、
も
し
く
は
、「
告
発
的
な
性
格
」
を
与
え
て
し
ま
う
よ
う
で
あ



二
〇
一

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

る
。
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
以
降
の
合
衆
国
最
高
裁
判
例
が
、non-testim

onial

な
供
述
の
範
囲
を
厳
格
に
解
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
こ
と
や
、

科
学
的
証
拠
に
つ
い
て
も
対
決
権
の
規
律
の
例
外
を
認
め
な
い
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
着
眼
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
証
拠
に
つ
い

て
も
作
成
者
へ
の
反
対
尋
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
伝
聞
例
外
の
範
囲
の
厳
格
な
画
定
に
つ
い
て
は
、「
後
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
な
さ
れ
る
供
述
」
に
関

す
る
理
論
構
成
と
、「
メ
モ
の
理
論
に
由
来
す
る
（
人
の
記
憶
に
依
拠
し
な
い
）
伝
聞
例
外
た
る
供
述
」
に
関
す
る
信
頼
性
の
理
論
構
成
と

が
、
完
全
に
は
同
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
前
者
は
証
拠
の
信
頼
性
・
信
用
性
の
み
に
関
心
を
払
う
視
座
に
は
な
い
こ
と

に
、
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
の
記
憶
シ
ス
テ
ム
を
介
さ
な
い
性
質
を
も
つ
供
述
証
拠
に
対
し
て
反
対
尋

問
が
有
効
で
な
い
こ
と
と
、
証
拠
と
す
る
必
要
性
、
あ
る
い
は
、
事
実
認
定
の
た
め
の
証
拠
資
料
の
確
保
の
要
請
に
比
重
を
置
くnon-

testim
onial

な
供
述
の
カ
テ
ゴ
リ
に
対
す
る
別
基
準
の
適
用
の
配
慮
は
、
制
度
発
想
が
少
し
ず
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
我
が
国
で
も
大
き
く
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
足
利
事
件
か
ら
も
推
察
し
う
る
よ
う
に）（（
（

、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
へ
の
懐
疑）（（
（

、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑

定
が
主
要
な
犯
罪
立
証
効
果
を
果
た
し
有
罪
と
な
っ
た
事
件
が
再
審
に
よ
り
無
罪
と
な
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
慎

重
な
法
制
度
設
計
が
期
待
さ
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
鑑
定
受
託
者
の
鑑
定
に
関
し
、
鑑
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
陪
審
に
与
え
る
影
響
に

つ
い
て
、
社
会
学
的
な
検
証
、
心
理
学
的
な
検
討
も
行
わ
れ
て
い
る）（（
（

。

人
証
も
物
証
も
そ
の
内
容
が
書
面
と
い
う
記
録
媒
体
に
記
載
さ
れ
れ
ば
書
証
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
供
述
証
拠
が
書
証
に
な

る
と
き
に
生
じ
が
ち
な
問
題
、
非
供
述
証
拠
が
書
証
に
記
録
さ
れ
る
と
き
の
問
題
、
両
者
問
題
の
共
通
点
・
相
違
点
を
精
確
に
比
較
し
て

お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
よ
そ
刑
事
裁
判
に
関
す
る
証
拠
は
、
少
な
く
と
も
「
犯
罪
に
関
す
る
情
報
」
で
あ
り
、
そ
の
情

報
は
、
人
の
行
為
を
表
現
す
る
言
語
や
文
章
、non-verbal act

、
物
質
の
存
在
や
形
状
の
機
械
的
記
録
、
数
字
・
量
詞
・
計
量
単
位
や



二
〇
二

記
号
等
を
媒
体
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
証
拠
の
持
つ
表
現
媒
体
の
特
性
、
証
拠
発
生
者
の
意
図
及
び
証
拠
採
集
者
の
意
図
、
事

実
認
定
者
へ
の
伝
達
態
様
、
こ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
冷
静
に
見
極
め
た
証
拠
法
則
の
運
用
を
心
掛
け
た
い
も
の
で
あ
る
。
鑑
定
証
拠
や
鑑

定
受
託
者
に
よ
る
鑑
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
供
述
証
拠
・
非
供
述
証
拠
概
念
の
枠
組
み
を
超
え
た
、
柔
軟
な
証
拠
の
評
価
方
法
が

必
要
で
あ
る
。

9　

お
わ
り
に

合
衆
国
憲
法
第
六
修
正
の
対
決
権
、
伝
聞
法
則
、
両
者
の
関
係
を
探
る
こ
と
を
通
し
て
、
被
告
人
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
権
利
の
核
心
部

分
が
、
一
定
程
度
は
判
明
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
決
権
の
保
障
範
囲
に
関
し
て
は
、
当
事
者
論
争
主
義
の
理
念
を
顧
慮
せ
ず
に

は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
対
決
権
の
問
題
は
訴
訟
法
上
の
証
拠
法
則
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
み
る
の
が
趨
勢
で
あ
る
こ
と

が
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
お
よ
び
各
研
究
論
文
か
ら
推
測
で
き
よ
う
。

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
以
後
の
判
例
は
、
大
ま
か
に
見
て
、
鑑
定
者
証
言
に
関
す
る
も
の
と
一
般
証
人
の
緊
急
時
のnon-testim

onial

な
供
述
ヘ
の
該
当
性
を
争
う
も
の
と
に
分
類
さ
れ
、
前
者
は
鑑
定
特
有
の
問
題
点
を
孕
み
、
後
者
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
ら
ず

に
な
す
供
述
の
範
囲
を
不
当
に
広
げ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
争
点
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
。non-testim

onial

な
供
述

の
範
囲
が
厳
格
で
な
く
、
し
か
も
、「
反
対
尋
問
の
機
会
の
有
無
」「
証
言
利
用
不
能
」
そ
れ
ら
要
件
ま
で
緩
和
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ

ば
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
基
準
は
か
な
り
効
果
を
減
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
今
後
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
へ
の

対
応
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
課
題
で
あ
る
こ
と
が
、
本
稿
の
検
討
か
ら
み
え
て
き
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。



二
〇
三

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

日
本
に
お
い
て
は
、
の
ち
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
そ
う
で
な
い
供
述
で
、
憲
法
三
七
条
二
項
の
証
人
審

問
権
の
保
障
範
囲
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
日
本
の
最
高
裁
判
所
は
、
検
察
官
面
前
調
書
を
伝
聞
例
外
（
刑
訴
法
三
二
一
条

一
項
二
号
）
と
し
て
も
憲
法
に
反
し
な
い
と
す
る
の
み
で
あ
る
（
最
判
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
九
日
刑
集
九
巻
一
二
号
二
五
二
四
頁
）。
し
か
も
、

日
本
法
域
は
ロ
バ
ー
ツ
事
件
と
同
様
の
ス
タ
ン
ス
を
と
る
か
に
み
え
る
が
、
ロ
バ
ー
ツ
事
件
の
法
廷
意
見
が
示
す
よ
う
な
理
由
付
け
を
展

開
で
き
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
に
は
、
や
は
り
、
証
人
審
問
権
の
保
障
を
及
ぼ
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
そ
の
た
め
に
は
刑
訴
法
の
法
改
正
が
必
要
と
な
ろ
う
し
、
そ
れ
以
前
に
、
関
連
性
の
定
義
、
証
拠
能
力
の

定
義
、
い
わ
ゆ
る
非
伝
聞
の
定
義
、
証
言
利
用
不
能
の
定
義
等
の
、
刑
訴
法
の
新
規
定
の
明
文
化
、
伝
聞
例
外
規
定
の
整
備
が
先
決
事
項

と
な
ろ
う
。

（
1
）U

nited States Const. A
m

end.Ⅵ
. “In all crim

inal prosecutions, the accused shall enjoy the right…
to be confronted w

ith 
the w

itness against him
.”

（
す
べ
て
の
刑
事
被
告
人
は
、
自
己
に
不
利
な
証
人
と
対
決
す
る
権
利
を
有
す
る
。）

（
2
）Coy v. Iow

a, 48（ U
.S. 1012, 1016 

（1988
） 
参
照
。“W

e have never doubted…
that the Confrontation Clause guarantees the 

defendant a face-to-face m
eeting w

ith w
itnesses appearing before the trier of fact.”

（
対
決
権
条
項
が
、
被
告
人
に
、
事
実
認
定
者

の
面
前
で
証
人
と
対
面
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
疑
う
余
地
は
な
い
も
の
と
法
廷
意
見
は
み
て
い
る
。）

（
3
）
拙
稿
「
陪
審
機
能
の
変
遷
と
刑
事
法
の
作
用
領
域
」
法
経
論
集
一
九
六
号
一
七
、
三
六
頁
。T

. P. Gallanis, T
he Rise of M

odern Evidence 
Law

, 84 Iow
a L. Rev. 499

（1999

）. S. Landsm
an, T

he Rise of the Contentious Spirit: A
dversary Procedure in Eighteenth 

Century England, （5 Cornel L. Rev. 49（

（1990

）.  

た
だ
し
、5 W

igm
ore, Evidence 3d ed.§

1364

（1940

）
参
照
。

（
4
）O

hio v. Roberts, 448 U
.S. 56

（1980

）.

（
5
）
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
新
国
家
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
継
受
は
、
選
択
的
継
受
で
あ
っ
た
。
田
中
英
夫
『
英
米
法
総
論　

上
』
二
五
三
頁
。

（
6
）
憲
法
の
解
釈
手
法
に
つ
い
て
は
、
田
中
英
夫
『
英
米
法
総
論　

下
』
五
〇
八
頁
。



二
〇
四

（
（
）
判
例
法
主
義
に
関
し
て
、
田
中
・
前
掲
注（
6
）四
七
五
頁
。

（
8
）
制
定
法
と
判
例
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、田
中
・
前
掲
注（
6
）四
七
五
・
四
九
八
・
五
〇
六
頁
。ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件（Craw

ford v. W
ashington, 

541 U
.S. 36

（2004

））
以
後
、
連
邦
証
拠
法
の
伝
聞
例
外
規
定
が
改
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
専
門
家
証
人
の
規
定
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る

（K
um

ho T
ire Co. v. Carm

ichael, 526 U
.S. 13（

（1999

））。

（
9
）Richard D

. Friedm
an, Confrontation: T

he Search for Basic Principles, 86 Geo. L. J. 1011

（199（

）.  

同
論
文
は
、
従
来
の
合
衆
国

最
高
裁
判
例
の
判
断
枠
組
み
（
ロ
バ
ー
ツ
事
件
に
お
け
る
伝
聞
例
外
の
基
準
）
を
厳
し
く
批
判
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
）5 W

igm
ore, Evidence p. 32 note 16

（Chadbourn rev. 19（4

）.

（
11
）M

argaret A
. Berger, T

he D
econstitutionalization of the Confrontation Clause: A

 Proposal for a Prosecutorial R
estraint 

M
odel, （6 M

inn. L. Rev. 55（

（1991

）.  

バ
ー
ガ
ー
は
、
そ
の
論
文
の
五
九
二
頁
に
お
い
て
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
12
）“State constitutional provisions guarantees to the accused the right of confrontation have been interpreted as codifying 

this right of cross-exam
ination, and the right of confrontation required by the Sixth-A

m
endm

ent of the federal constitution 
in general guarantees the accused’s right to the opportunity of cross-exam

ination in crim
inal proceedings.” M

cCorm
ick, 

M
cCorm

ick on Evidence （th ed. 
（2013
）§19. “T

he debate that has raged in the courts and the law
 journals has boiled 

dow
n to w

hether the Confrontation Clause m
erely constitutionalizes the hearsay rule for the accused in a crim

inal case or 
w

hether it operates to lim
it the introduction of evidence adm

issible under the rule and its exceptions.”　

同
書
第
四
版（1992

）

§
252  

と
比
較
。

（
13
）
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
・
前
掲
注（
12
）。

（
14
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）一
〇
二
八
頁
。

（
15
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）一
〇
三
四
・
一
〇
三
八
頁
。

（
16
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）一
〇
一
八
頁
。

（
1（
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）一
〇
一
七
頁
。

（
18
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）一
〇
三
八
頁
。

（
19
）M

argaret A
. Berger, T

he D
econstitutionalization of the Confrontation Clause: A

 Proposal for a Prosecutorial R
estraint 



二
〇
五

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

M
odel, （6 M

inn. L. Rev. 55（

（1991

）.
（
20
）
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
六
一
頁
。

（
21
）
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
六
六
頁
。

（
22
）
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
六
七
頁
。

（
23
）
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
七
二
頁
。

（
24
）
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
七
五
頁
。

（
25
）
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
八
六
頁
。

（
26
）Randolph N

. Jonakait, R
estoring the Confrontation Clause to Sixth A

m
endm

ent, 35 U
CLA

 L. Rev. 55（

（1988

）.

（
2（
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
六
二
頁
。

（
28
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
七
〇
頁
。

（
29
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
七
七
頁
。

（
30
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
七
六
頁
。

（
31
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
七
五
頁
。

（
32
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
八
一
頁
。

（
33
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
八
七
頁
。

（
34
）O

hio v. Roberts, 448 U
.S. 56

（1980

）.  

渥
美
東
洋
編
『
米
国
刑
事
判
例
の
動
向
Ⅲ
』
二
九
七
頁
（
安
冨
潔
担
当
）
参
照
。

（
35
）
ロ
バ
ー
ツ
事
件
の
判
断
枠
組
み
の
基
本
構
造
は
こ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）五
八
六
頁
は
、
こ
の
見
解
に
正
面
か

ら
異
を
唱
え
、
対
決
権
の
保
障
範
囲
を
決
す
る
場
面
に
お
い
て
、
事
実
認
定
の
正
確
性
が
担
保
さ
れ
て
い
た
か
否
か
の
基
準
の
み
に
よ
る
こ
と
は

失
当
で
あ
る
と
い
う
。

（
36
）
ウ
ィ
グ
モ
ア
・
前
掲
注（
10
）。

（
3（
）Craw

ford v. W
ashington, 541 U

.S. 36

（2004

）
以
前
の
判
例
。

（
38
）
例
え
ば
、
ロ
バ
ー
ツ
の
判
例
が
変
更
さ
れ
て
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
新
基
準
が
生
ま
れ
た
後
、
連
邦
証
拠
法
（Federal Rules of Evidence

）

八
〇
七
条
の
「
そ
の
他
の
伝
聞
例
外
（Residual Exception

）」
等
の
規
定
は
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
て
改
正
さ
れ
て
い
る
。



二
〇
六

田
邉
真
敏
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
証
拠
規
則
』
二
一
一
頁
。

（
39
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）、
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）、
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）。

（
40
）
そ
の
こ
と
は
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
法
廷
意
見
も
認
め
て
い
る
。
本
稿
中
の
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
法
廷
意
見
参
照
。

（
41
）U

nited States v. Inadi, 4（5 U
.S. 38（

（1986

）.

（
42
）Bourjaily v. U

nited States, 483 U
.S. 1（1

（198（

）.

（
43
）Idaho v. W

right, 49（ U
.S. 805

（1990

）.

（
44
）W

hite v. Illinois, 502 U
.S. 346

（1992

）.

（
45
）Roger W

. K
irst, T

he Procedural D
im

ention of Confrontation D
octrine, 66 N

eb. L. Rev. 486

（198（

）.  

本
文
中
に
は
記
載
し
な

か
っ
た
も
の
の
、
カ
ー
ス
ト
の
論
文
も
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
、
バ
ー
ガ
ー
、
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
の
論
文
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
内
容
と
筆
者
は
理
解
し

て
い
る
。
同
論
文
は
、
ロ
バ
ー
ツ
判
決
の
示
す
信
頼
性
の
徴
憑
概
念
の
不
明
確
性
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
（
同
論
文
四
八
八
頁
）、
伝
聞
証

拠
が
政
府
側
に
手
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
点
に
こ
そ
問
題
が
あ
り
、
特
信
性
の
存
在
の
み
で
伝
聞
例
外
要
件
が
充
た
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
概
し

て
、
被
告
人
の
甘
受
す
べ
き
不
利
益
の
範
囲
が
広
が
り
す
ぎ
る
と
指
摘
す
る
（
同
四
九
三
頁
）。
そ
し
て
、
供
述
の
特
信
性
を
担
保
す
る
こ
と
の
み

が
対
決
権
保
障
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
カ
ヴ
ァ
ー
仕
切
れ
な
い
伝
聞
証
拠
に
関
し
て
は
新
し
い
ル
ー
ル
を
創
設
し
て
対
応

す
べ
き
こ
と
（
同
五
〇
〇
頁
）、
伝
聞
例
外
を
許
容
す
る
関
心
は
主
にnon-testim

onial

な
供
述
に
中
心
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
ロ
バ
ー
ツ
に
示
さ

れ
た
基
準
は
検
察
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
創
出
さ
れ
る
伝
聞
証
拠
に
対
し
て
は
妥
当
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
と
主
張
す
る
（
五
〇
〇
頁
）。
さ
ら

に
、
伝
聞
例
外
に
証
拠
能
力
を
認
め
る
こ
と
の
的
確
な
論
証
は
実
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
（
同
五
二
三
頁
）。

（
46
）Federal Rules of Evidence§

801

（d

）（2

）（E

）
を
受
け
た
各
州
の
伝
聞
例
外
規
定
が
第
六
修
正
の
対
決
権
侵
害
と
な
ら
な
い
か
が
争
点
と

な
っ
た
。
立
法
規
定
上
は
、
共
謀
の
過
程
に
お
い
て
共
謀
者
間
で
交
わ
さ
れ
た
、
当
該
犯
罪
の
遂
行
を
目
途
と
し
た
共
謀
に
関
す
る
供
述
は
、
伝

聞
証
拠
に
は
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
田
邉
・
前
掲
注（
38
）一
七
一
頁
。

（
4（
）
共
犯
者
が
い
ず
れ
も
犯
人
、
あ
る
い
は
、
犯
罪
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
種
の
会
話
は
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
犯
者
の
一
人
が
お
と
り
捜
査
中
の
捜
査
官
、
あ
る
い
は
捜
査
機
関
の
依
頼
を
受
け
た

inform
ant

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
種
の
会
話
を
、
形
式
的
に
判
断
し
て
、
全
く
のnon-testim

onial

な
供
述
と
し
て
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。



二
〇
七

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

（
48
）
ラ
イ
ト
事
件
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
自
己
の
五
歳
の
娘
に
対
す
る
被
告
事
実
に
つ
い
て
は
有
罪
答
弁
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
検
察
側
は
、
二

歳
の
娘
に
対
す
る
被
告
事
実
に
関
す
る
有
罪
を
確
保
で
き
な
く
て
も
、
娘
二
人
の
安
全
な
情
況
を
と
り
あ
え
ず
実
現
し
う
る
環
境
に
あ
っ
た
。
強

制
わ
い
せ
つ
の
両
事
件
は
娘
ご
と
に
別
事
件
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
に
、
二
歳
の
娘
の
小
児
科
医
に
対
す
る
供
述
（
小
児
科
医
の
証
言
中
の
二
歳

の
娘
の
原
供
述
部
分
）
を
証
拠
と
す
る
必
要
性
は
相
対
的
に
減
じ
て
い
た
場
合
と
も
解
釈
し
え
よ
う
。
そ
れ
と
は
別
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
深
く

根
付
い
た
伝
聞
例
外
に
該
当
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
即
座
に
、
特
信
情
況
の
存
在
と
同
視
し
う
る
事
情
と
み
て
よ
い
の
か
、
ま
た
、
小
児
科

医
が
記
録
（
録
音
・
録
画
・
書
面
）
を
作
成
し
て
い
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
、
証
拠
能
力
を
付
与
す
る
可
能
性
が
変
化
し
て
く
る
と
み

る
べ
き
な
の
か
、
等
の
論
点
が
当
事
件
で
は
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
49
）
供
述
者
の
死
亡
と
は
別
の
意
味
で
深
刻
な
証
言
不
能
、
供
述
者
の
死
亡
と
は
性
質
の
異
な
る
証
言
利
用
不
能
の
原
因
の
一
形
態
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
児
童
虐
待
・
児
童
に
対
す
る
性
犯
罪
（child abuse

）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
を
ゆ
が
め
て
い
る
重
大
な
社
会
問
題
の
一
つ
な
の
で
あ

る
か
ら
。

（
50
）
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
判
決
に
対
す
る
批
判
論
文
の
中
に
は
、
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
（testim

onial statem
ents

）

の
「
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
」
の
概
念
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。Robert M

. Pitler, Confrontation 
and Beyond: E

xploring the Future of the Confrontation Clause, Brook. L. Rev. V
ol. （1 N

um
.1, p. 16/20. 

ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
・
ロ
ー
・

リ
ビ
ュ
ー
七
一
巻
で
は
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。 

一
方
で
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
以
降
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ン
ス
に
関
す
る
訴
追
が
難
し
く
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
立
場
と
し
て
、T

om
 Lininger, Prosecuting Batterers A

fter 
Craw

ford, 91 V
irginia L. Rev. （4（ 

参
照
。

（
51
）
弁
護
側
は
、
小
児
科
医
か
ら
の
聴
き
取
り
に
際
し
て
、
幼
児
に
対
し
て
不
当
誘
因
が
あ
っ
た
こ
と
も
主
張
し
て
い
た
。

（
52
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）一
〇
一
七
頁
。
証
言
利
用
不
能
の
原
因
た
る
事
実
に
は
そ
れ
ぞ
れ
性
質
の
差
異
が
存
在
す
る
。
検
察
官
の
権
利

濫
用
の
虞
の
視
点
か
ら
証
言
利
用
不
能
を
捉
え
る
の
は
、
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
六
一
頁
。

（
53
）
例
え
ば
、
連
邦
証
拠
法
八
〇
三
条
（
6
）。

（
54
）
拙
稿
「
陪
審
機
能
の
変
遷
と
刑
事
法
の
作
用
領
域
」
法
経
論
集
一
九
六
号
三
四
頁
参
照
。

（
55
）
最
三
小
判
平
成
七
年
六
月
二
〇
日
刑
集
四
九
巻
六
号
七
四
一
頁
。

（
56
）
渥
美
東
洋
・
椎
橋
隆
幸
編
『
刑
事
訴
訟
法
基
本
判
例
解
説
』
三
一
六
頁
（
倉
持
俊
宏
担
当
）。



二
〇
八

（
5（
）Craw

ford v. W
ashington, 541 U

.S. 36

（2004

）.
（
58
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
前
掲
注（
9
）、
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）、
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）、
カ
ー
ス
ト
・
前
掲
注（
45
）。

（
59
）
ち
な
み
にtestim

onial statem
ents

の
中
身
を
画
定
す
る
課
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
法
廷
意
見
も
認
め
て
い
る
。

（
60
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、D

avis v. W
ashington, 54（ U

.S. 813

（2006

）
を
も
参
照
し
て
ほ
し
い
。
し
か
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
に
対
し
て
も

批
判
は
存
在
し
、
緊
急
情
況
の
渦
中
に
あ
る
被
害
者
等
か
ら
法
執
行
官
が
事
情
を
聴
取
す
る
場
合
に
は
、testim

onial

な
回
答
（
供
述
）
を
求
め

る
質
問
と non-testim

onial

な
回
答
（
供
述
）
を
求
め
る
質
問
と
が
、
混
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
の
意
見
が
あ
る
。

（
61
）
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
法
廷
意
見
参
照
。
憲
法
起
草
者
が
最
も
懸
念
を
示
し
た
供
述
証
拠
の
類
型
、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
生
き

た
証
人
を
反
対
尋
問
す
る
機
会
を
失
わ
せ
る
宣
誓
供
述
書
や
供
述
録
取
書
等
の
伝
聞
証
拠
類
型
を
、
把
握
し
て
お
く
必
要
は
高
い
。

（
62
）Robert P. M

osteller, “T
estim

onial”
and T

he Form
alistic D

efinition—
T

he Case for an “A
ccusatorial”

Fix, Crim
inal Justice 

Sum
m

er, 2005.  

同
論
文
は
、testim

onial

と
い
う
概
念
よ
り
、accusatorial

と
い
う
概
念
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
提
言

し
て
い
る
。

（
63
）
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
法
廷
意
見
参
照
。M

url A
. Larkin, T

he R
ight of Confrontation: W

hat N
ext?, 1 T

ex. T
ech L. Rev. 6（ 

（1969

）. p. 81.  

同
論
文
は
、
全
体
と
し
て
、
被
告
人
の
反
対
尋
問
権
や
対
決
権
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
反
対
尋
問
が
行
使
す
れ
ば
必
ず
利
益
に
な

る
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ロ
バ
ー
ツ
事
件
寄
り
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（
64
）M

attox v. U
nited States, 156 U

.S. 23（
（1895
）.  

マ
ト
ッ
ク
ス
は
、
被
告
人
の
謀
殺
の
起
訴
事
実
に
つ
き
前
の
公
判
（
被
告
人
以
外
の
共

犯
者
の
公
判
）
で
証
言
を
な
し
た
二
人
の
証
人
が
、
被
告
人
の
公
判
時
に
は
死
亡
し
て
い
た
場
合
、
前
の
公
判
に
お
け
る
証
言
調
書
を
被
告
人
の

有
罪
立
証
に
用
い
て
よ
い
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
そ
の
公
判
調
書
を
伝
聞
例
外
と
す
る
必

要
性
と
、
証
人
に
反
対
尋
問
し
え
な
い
こ
と
に
よ
り
被
告
人
が
受
け
る
不
利
益
と
を
衡
量
し
、
死
亡
し
た
証
人
の
公
判
調
書
を
許
容
し
た
。
一
方
、

Shiras

裁
判
官
は
そ
の
反
対
意
見
に
お
い
て
、
第
六
修
正
のconfront
と
い
う
文
言
に
照
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
告
発
者
と
被
告
発
者
と
が
法
廷
で

実
際
に
対
面
し
て
い
る
様
子
を
陪
審
が
直
接
目
に
し
、
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
に
こ
そ
意
義
が
あ
る
と
す
る
。
同
判
例
二
五
九
頁
に
よ
る
と
、“the 

w
ord confront does not sim

ply secure to the accused the privilege of exam
ining w

itnesses in his behalf, but in affi
rm

ance 
of the rule of com

m
on law

 that, in trials by jury, the w
itness m

ust be present before the jury and the accused, so that he 
m

ay be confronted–that is, put face to face.” 

と
あ
る
。



二
〇
九

法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
と
対
決
権
条
項
（
早
野
）

（
65
）California v. Green, 399 U

.S. 149

（19（0

）.
（
66
）
ジ
ョ
ナ
カ
イ
ト
・
前
掲
注（
26
）六
〇
一
頁
。

（
6（
）D

avis v. W
ashington, 54（ U

.S. 813

（2006

）.

（
68
）M

elendez-D
iaz v. M

assachusetts, 55（ U
.S. 305

（2009

）.

（
69
）Bullcom

ing v. N
ew

 M
exico, 131 S.Ct. 2（05

（2011

）.

（
（0
）M

ichigan v. Bryant, 131 S.Ct. 1143

（2011

）.  

中
村
真
利
子
「
ミ
シ
ガ
ン
対
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
（
判
例
研
究
）」
比
較
法
雑
誌
四
六
巻
四
号 

三
八
三
頁
。

（
（1
）W

illiam
s v. Illinois, 132 S.Ct. 2221

（2012

）.  

中
村
真
利
子
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
イ
リ
ノ
イ
（
判
例
研
究
）」
比
較
法
雑
誌
四
七
巻
四
号 

二
〇
九
頁
。

（
（2
）
小
早
川
義
則
「
証
人
審
問
権
と
伝
聞
法
則
（
二
）」
名
城
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
・
リ
ビ
ュ
ー　

N
o. 22 p. 2（

。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
の
事
実
の
概
要

に
関
し
て
は
同
論
文
一
一
二
頁
。

（
（3
）A

ndrew
 D

ylan, W
orking T

hrough the Confrontation Clause A
fter D

avis v. W
ashington, （6 Fordham

 L. Rev. 1905

（200（

）.

（
（4
）
メ
レ
ン
デ
ス─

デ
ィ
ア
ス
事
件
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
・
前
掲
注（
（2
）一
三
二
頁
。

（
（5
）
前
掲
注（
68
）。

（
（6
）
前
掲
注（
（1
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
イ
リ
ノ
イ
。

（
（（
）
拙
稿
「
証
拠
の
関
連
性
と
証
拠
能
力
」
法
学
新
報
一
一
二
巻
三
・
四
号
三
五
頁
。

（
（8
）
勝
又
義
直
『
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
─
そ
の
能
力
と
限
界
─
』（
二
〇
〇
七
）
九
〇
頁
、
九
五
頁
、
一
〇
一
頁
、
一
四
三
頁
。

（
（9
）
デ
イ
ヴ
ィ
ス
対
ワ
シ
ン
ト
ン
・
前
掲
注（
6（
）。

（
80
）
緊
急
状
態
が
解
消
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
と
、
警
察
官
の
質
問
が
正
式
な
採
証
活
動
（
取
調
べ
）
の
性
格
を
具
え
て
い
る
か
と
い
う

基
準
を
複
合
的
に
用
い
、
総
合
的
に
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
81
）T

hom
as Y

. D
avis, W

hat D
id the Fram

ers K
now

, and W
hen D

id T
hey K

now
 It? Fictional O

riginalism
 in Craw

ford v. 
W

ashington, （1 Brook. L. Rev. 105, 108, 115

─11（, 126

─12（, 138, 156

─160, 1（6, 18（, 191, 199. 

（
82
）
証
拠
と
す
る
必
要
性
の
高
い
供
述
証
拠
を
伝
聞
例
外
と
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
法
廷
証
拠
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
な
さ
れ
る
供
述
の
範
囲
に



二
一
〇

曖
昧
さ
を
残
す
こ
と
は
、
貴
重
な
知
恵
で
あ
る
と
同
時
に
濫
用
の
危
険
も
は
ら
ん
で
い
る
。Brook. L. Rev. V

ol. （1 N
o. 1 p. 20.

（
83
）
あ
た
か
も
、
弁
護
権
の
問
題
領
域
に
お
い
て
、
捜
査
段
階
の
被
疑
者
に
対
し
て
、critical stage

に
至
っ
て
い
れ
ば
、
弁
護
人
の
助
力
を
受
け

る
権
利
を
保
障
す
る
必
要
が
高
い
こ
と
に
似
た
情
況
を
、
対
決
権
の
問
題
で
も
想
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
八
八
頁
。

（
84
）
バ
ー
ガ
ー
・
前
掲
注（
19
）五
六
二
頁
。
ラ
ー
キ
ン
・
前
掲
注（
63
）七
三
・
七
五
・
七
八
頁
。

（
85
）
ト
ム
・
Ｒ
・
タ
イ
ラ
ー
／
ロ
バ
ー
ト
・
Ｊ
・
ボ
エ
ッ
ク
マ
ン
ほ
か
著
、
大
渕
憲
一
／
菅
原
郁
夫
監
訳
『
多
元
社
会
に
お
け
る
正
義
と
公
正
』
九

五
頁
・
一
〇
四
頁
。
同
書
で
は
、
仮
に
被
告
人
が
有
罪
と
な
っ
た
事
例
に
お
い
て
も
、
反
証
の
機
会
や
ル
ー
ト
が
充
実
し
て
い
た
と
き
の
ほ
う
が
、

判
決
に
対
す
る
被
告
人
の
納
得
の
度
合
い
が
高
い
と
の
統
計
を
示
し
て
い
る
。

（
86
）
ラ
ー
キ
ン
・
前
掲
注（
63
）。

（
8（
）Robert M

. Pitler, Craw
ford and Beyond: E

xploring the Future of the Confrontaition Clause in Light of Its Past, （1 Brook. 
L. Rev. 1, 19. 

（
88
）
ラ
ー
キ
ン
・
前
掲
注
（
63
）七
四
─
七
六
、
七
八
頁
。

（
89
）
デ
イ
ヴ
ィ
ス
・
前
掲
注（
81
）。

（
90
）O

hio v. Roberts, 448 U
.S. 56

（1980
）. 

（
91
）
い
わ
ゆ
る
足
利
事
件
、
最
決
平
成
一
二
年
七
月
一
七
日
刑
集
五
四
巻
六
号
五
五
〇
頁
。

（
92
）
勝
又
・
前
掲
注（
（8
）。 

（
93
）T

om
 R. T

yler, V
iew

ing CSI and the T
hreshold of G
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